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序 章 問題の所在と視点

⑴ 研究の目的

研究の目的は，ロシアの経済構造転換期に

おける職業教育の課題を考察し明らかにする

ことである。換言すれば，ロシアの職業教育

が労働市場や地域の経済発展に及ぼしている

影響に関して，1990－2005年間のサハリン

州における職業技術学校と中等技術専門学校

を事例として，１）経済関連の資料，２）現

地で入手した職業教育に関する資料，および，

３）アンケートや聞き取り調査に基づき考察

するところにある。

⑵ サハリン州経済の混乱と石油ガス開発

ロシアの経済構造転換期における職業教育

の課題が労働市場や地域経済に及ぼしている

影響を検討するために，私はサハリン州の経

済について，以下に概括しておく必要がある。

州経済は，1991年の旧ソ連邦崩壊による

経済的混乱と性急な市場経済移行により，経

済構造の混沌とした状態が1994年まで継続

した。州経済力を客観的に計る固定資産

（フォンド）で見ると1995年に，38,241十

億ルーブル（1990年の比較価格 で102.6)

で，同年のロシア連邦の固定資産5,182,040

十億ルーブル（1990年の比較価格で99.8）

と比べても相対的に高かった。1995－2000

年間の固定資産の産業分野別構成比の変化で

見ると，一方で，最も構成比が高かった「鉱

工業」が 39.2％（1995年）か ら 24.06％

（2000年）まで減少し，他方で，サービス業

分野の「住宅事業」が18.52％（1995年）か

ら38.25％（2000年）に急増した。次いで

「運 輸 業」が 18.77％（1995年）か ら

22.06％（2000年）に相対的に増加した 。

1990－1994年間を資本の回転で見ると，

1990年の州に対する旧ソ連邦投資額2.048

百万ルーブル（比較価格98.0）は，1994年

に，州に対するロシア連邦の投資額529百万

ルーブル（比較価格49.8）で底を打ち，

1995年には，投資額1,524百万ルーブル

（比較価格99.3）と増加に転じた 。1991－

1994年間に，特に，投資が減少した分野は，

旧ソ連邦時代に州の基幹産業であった「石炭

採掘業」と「電気エネルギー業」および住宅，

アパート建設を中心とした「建設業」であっ

た。それらの経済分野への国の直接投資が，

1986－1990年代初めのペレストロイカ と

1991年の旧ソ連邦崩壊による経済的混乱，

および，性急な市場経済移行により激減した

ためである。

州には，旧ソ連邦時代から豊富な石油天然

ガス資源の存在が確認されていた。1975年

の「サハリン 」プロジェクトは，その石油

ガス資源開発を日ソ間によりシベリア開発協

力プロジェクトの一環として実施する計画で

あった。1977年には，サハリン島北東部の

オドプト鉱床，1979年には，チャイヴォ鉱

床が発見された。しかし，「サハリン 」プ

ロジェクトは，1980年代に，国際原油価格

が低迷，暴落し，採算見通しが立たなくなり，

休止状況となった。他方，海洋開発技術を身

に付けた旧ソ連邦が，1984－1986年間に，

サハリン島北東部大陸棚で独自に石油，ガス

探鉱作業を実施し，幾つかの鉱床を発見した。

このうち「1984年発見のルンスコエ鉱床と

1986年発見のピリトゥン・アストフスコエ

鉱床を開発するために，1986年10月，三井
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物産船舶海洋部とアメリカ合衆国マグダー

モット社とがコンソーシアムを組んで，共同

して開発することになった」。この石油ガ

ス開発が「サハリン 」プロジェクトであり，

その事業推進体が株式会社「サハリン・エナ

ジー」であった。「サハリン 」の事業着手

に刺激された「サハリン 」の事業推進体で

あるサハリン石油開発協力㈱（日本，

SODECO）は，1996年に膨大な埋蔵量を見

込めるアルクトン・ダギ鉱床を開発鉱区に追

加し，アメリカ合衆国石油メジャーの１つエ

クソン社を経営管理者（operator）に取り込

みプロジェクトを再開した。このように，

1980年代以降，ペレストロイカと旧ソ連邦

崩壊により，ロシア連邦政府から支援を受け

ることが困難になった州経済は，外国資本導

入による「石油ガス採掘業」を「核」とする

州経済開発を模索していたのである。

1996年に，州政府は，アメリカ合衆国の

多国籍企業と締結した「生産物分与協定」

を発効した。1995年から1998年までに，鉱

工業の全産業分野別投資額に占める割合が

70.93％から80.35％に急増した。鉱工業の

内，「石油ガス採掘業」については，1998年

に，石油生産開始を予定（実際には1999年

に実施）して，1998年より，同産業へのア

メリカ合衆国の投資家を中心とした外国投資

額が1995年の21,460百万ルーブル（実際価

格，鉱工業内構成比59.45％）から1998年

に11,232.6百万ルーブル（実際価格，鉱工

業内構成比98.32％）に激増した。

しかし，このようなアメリカ合衆国が主導

する先進諸国による多国籍企業の「石油ガス

採掘業」に対する投資は，州経済に必ずしも

高い利益を提供するものではなかったのであ

る。この高い利益を州経済に提供し得ない理

由は，多国籍企業による石油ガス生産の利潤

の殆どが，親会社に吸い上げられてしまった

からである。州固定資産の産業分野別構成比

の変化を見ればそれが正しいことは歴然で

あった。州固定資産の産業分野別構成比 を

見ると，以下の特徴が見られた。つまり，

「石油ガス採掘業」を含む「鉱工業」の固定

資産は，39.2％（1995年）か ら 24.06％

（2000年）まで減少し続けた。州「鉱工業」

の固定資産は，旧ソ連邦時代からの旧式な生

産施設・設備や建設重機などをそのまま活用

し，減価償却分を減らしてきた。外国投資が

1998年以降，急増しても，州で固定資産を

購入せず（外国で建設施設・設備を購入し，

建設重機を借りて），2000年に至ったのであ

る。従って，石油ガス採掘プラント工場やパ

イプライン敷設，および，液化天然ガス

（LNG）工場，それらに関連する港湾，道路

などインフラ建設に関連して購入された建設

施設・設備，および，外国から借りた建設重

機の購入使用料は，多国籍企業の利潤として

域外に流出したことを意味する。一方，「住

宅事業」が18.52％（1995年）から38.25％

（2000年）に急増したのは，決して州内住民

用の「住宅事業」ではなく，主に，株式会社

「サハリン・エナジー」従業員住宅と同社親

会社から派遣された技師，および，資材運搬

に従事したウクライナや中国からの非熟練労

働者用住宅建設だったのである。また，「運

輸業」が18.77％（1995年）から 22.06％

（2000年）に相対的に増加したのは，石油ガ

ス採掘プラント工場用資材運搬トラックや石

油油井から陸へのパイプラインが敷設されな

いときに原油を陸揚げするための船，いわゆ

る「浚
しゅん

渫
せつ
船
せん
」であって，パイプライン敷設

のための大型ショベルやクレーン車といった

重機は，外国から借り出され，州内で用意さ

れたものではなかったのである 。

そればかりでなく，多国籍企業の投資が州

経済の「石油ガス採掘業」一辺倒なのでその

産業自体の生産高は増大するが，当該産業に

関わる「建設業」や「運輸業」など周辺の産

業への波及効果は，見られなかったのである。

1999年に，「建設業」が一時的に生産高を増
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大（翌2000年には急減したが）させたのみ

であった。例えば，1995－2000年間に，生

産高の産業分野別構成比の変化を見ると，

「鉱工業」が，1999年に，石油生産と輸出で

構成比を増加させる代わりに，「建設業」と

「管理」を除く，全ての産業分野で構成比を

減少させた。特に，「運輸業」がほぼ構成比

を２分の１に減少し，「商業」も11.01％

（1995年）から7.14％（2000年）まで減少

したのである 。つまり，固定資産で最も構

成比が高かった「鉱工業」は，39.2％（1995

年）から24.06％（2000年）まで減少したが，

逆に，生産高では，35.14％（2,435十億

ルーブル，1995年）から 50.05％（18,560

百万ルーブル，2000年）に増加した。この

生産高の内，石油ガス生産と原油輸出による

生産高が90％以上を占めた。「鉱工業」の生

産高増に関連して「建設業」は，11.82％

（819十億ルーブル，1995年）から12.14％

（4,501百万ルーブル，2000年）に微増した。

特 に，1999年 に，「建 設 業」が 生 産 高

32.57％（9,226百万ルーブル）で著しい増

加を示した。この年は，「サハリン 」で最

初の石油生産，また，サハリン島南東部のプ

リゴロドノエ地区に LNGプラント工場建設

が開始され，建設資材の提供を求められたと

きだからである。同時に，同村に LNGプラ

ントで働く従業員用住宅も建設された。上下

水道やガス・電気の敷設とメンテナンスに関

わるのが「住宅・公営事業」であった。同産

業も，「建設業」の一時的な生産高増加に

伴って1998年 956百万ルーブル（構成比

7.3％）から1999年1,336百万ルーブル（構

成比4.72％）に増加した。結果的に多国籍

企業の投資は，「石油ガス採掘業」の生産高

を増加させたが，「建設業」では1999年の建

設資材供給による生産高を増加させただけで，

「石油ガス採掘業」周辺の産業分野に対して，

持続的波及効果が見られなかったのである。

こうした「石油ガス採掘業」の資本面から

見て歪んだ経済構造は，その資本が財・サー

ビス生産諸手段としての「労働」から見た産

業別就業構造にも影響を及ぼした。

1995－1999年間の州産業別就業人口を見

ると，全体として1995年290.1千人から

1999年261.9千人で28.2千人（－9.72％）

減少した。この期間は，労働力流出の継続が

特徴であった。特に若年層専門家の大陸への

流出が相対的に多かった。鉱工業の内，「石

油ガス採掘業」については，1998年に，石

油生産開始を予定（実際には1999年実施）

し，外国投資額が激増したとき，「燃料エネ

ルギー業」への就業者数も1995年17,169人

から1998年18,523人まで増加した。しかし，

翌年1999年には，1995年の人数を下回る

13,282人まで激減したので，外国投資増加

が，州経済の労働力流出状況傾向を押し止め

るに至らなかった 。1995－1999年間に，

「鉱工業」内産業分野別構成比を見ても，

1995年22.68％（17,169人／「鉱工業全体」

75,713人）から 1999年 24.75％（13,282

人／同上53,663人）までで，第１位の「食

品加工業」の1995年34.96％（26,472人）

から1999年38.05％（20,419人）までと比

べると相対的に低く ，必ずしも「石油ガス

採掘業」への投資増加が，直接「燃料エネル

ギー業」就業者数増加に結びついたとは言え

ない。

投資増加が労働力需要増加に結びつかない

理由は，一般的に「石油ガス採掘業」に携わ

る専門家が，熟練した技術を求められ，しか

もプラント建設やパイプライン敷設は，資本

（機械）集約的で労働力が余り必要とされな

かったためである。但し，州の「石油ガス採

掘業」の場合，少し事情が異なっていた。多

国籍企業の必要とする高度な石油ガス採掘に

関わる熟練工が存在しなかった。大陸のマガ

ダン州には，石炭採掘のための専門的な教育

機関もあり，高度な採掘技師が養成されてい

たが，州に，そのような教育機関は，存在し
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なかった。そのため，例えば，株式会社「サ

ハリン・エナジー」は，石油ガス・プラント

工場建設，パイプライン敷設，および，

LNG工場建設に関して，親会社が自国の企

業に下請けさせ，地元の企業に請け負わせな

かった 。また，地元の熟練工の技術水準が

「サハリン 」のような巨大な国際プロジェ

クトに対応する技術水準に到達していないた

めに，同プロジェクトの地元企業からの機械

建設請負率も専門家就職率も低かったのであ

る。株式会社「サハリン・エナジー」は，地

元企業に対して細かな単純作業を要求してお

り，その仕事を請け負う際にも同社下請け企

業の傘下に入るしかない状況であった 。

このように「石油ガス採掘業」発展は，当

該産業の専門家雇用に結びついていないばか

りか，周辺産業にも波及し得なかったのであ

る。つまり，1995－1999年間の産業別就業

人口の変化を見ると，その期間に「鉱工業」

は82.9千人から66.0千人（－16.9千人）

に減少したのを初めとして，「建設業」は

26.7千人から14.3千人（－12.4千人），お

よび，「運輸業」が33.6千人から21.3千人

（－12.3千人）に減少した。他の産業を見て

も増加に転じたのは，「商業」が25.6千人か

ら43.1千人（＋17.5千人），および，「管

理」が11.1千人から 18.1千人（＋7.0千

人）のみであった 。

州経済は，「石油ガス採掘業」一辺倒の発

展と外国人労働者をもっぱら活用したために，

当該産業ばかりでなく，周辺の労働集約的な

産業からも労働者が大陸や外国へ流出を続け

るであろう。州経済への外資導入も，利潤の

殆どを外国の親会社に吸い上げられてしまい，

かつ，経済（産業分野間と地域経済間）の不

均衡を増大させてしまう。州経済の自立的な

発展のために，企業・組織に対して人材を輩

出している職業教育機関は，「石油ガス採掘

業」だけでなく他の産業も含めて人材供給を

バランス良く促進していく必要がある。

州経済発展と職業教育との関連で，ロシア

連邦では，就業するために必須とされる専門

資格が職業教育機関でのみ取得できる，とい

うシステムが存在することだ。その専門資格

の内容について，地域産業側だけでなく教育

側の要求をも直接反映し，職業教育における

人材養成の専攻分野と教育内容の基準・指針

を決定するのは，ロシア連邦文部省ロシア国

家教育スタンダード「教育に関する専門資

格」（以下，「国家教育スタンダード」と略

記）である。「国家教育スタンダード」は，

1994年に，作成・施行された。1993年まで

の州産業の要求を取り入れながら基準を設定

した。職業に就くには当該職業の専門資格が

必須という産業と専門資格との関連が厳格な

ロシア連邦において「国家教育スタンダー

ド」は，教育機能だけでなく産業界に入る前

に職業を選別するという機能をも，職業教育

機関に負わせたのである。ところが，この

「国家教育スタンダード」が十分機能しない

だけでなく学生が職業を選別するときの弊害

にもなっている。例えば，「国家教育スタン

ダード」に批判的な意見には，ハバロフスク

国立経済法学アカデミーのヤー・エス・ボ

チャローヴァ教授やモスクワ国立工科大学の

イー・ヴェ・フョードロフ教授らがいる。ボ

チャローヴァ教授は，経済構造の転換に対応

し得ない専門家養成機関の教育内容のマンネ

リ化や非弾力性を招いた原因として，未だ伝

統的モデル形成を大部分継承している「国家

教育スタンダード」を挙げた。彼女は，

「（『国家教育スタンダード』の）専門家分野

の急激な削減による再編や（そのスタンダー

ドに基づき作成された）様々な高等教育シス

テムにおける教育内容の実施が，現代の国際

専門資格標準や市場経済の要求に適合しなく

なった」と述べている 。また，フョードロ

フ教授は，「『国家教育スタンダード』の専門

資格一覧表編成によって，専門家数の拡大は

不可能であり，技師の高度に専門化された職
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場それ自体を変化させることもできない」

として，「国家教育スタンダード」の実効性

を批判した。

旧ソ連邦時代の社会主義計画経済において，

主に，鉱工業，農業および建設業技術者を旧

ソ連邦の各地域，都市と農村部へ必要な人数

だけ配分するという「職業配分」政策が有効

に機能しなかった 。その反省に立ち「国家

教育スタンダード」は，国が産業にとって有

用な専門家を効率的に輩出させるように基本

となる教育課程編成の基準・指針を定め，産

業の要求も取り入れながら，一元的教育水準

の管理を図る目的で設定された。

こうした産業の要求と職業教育内容とのず

れを調節するはずの「国家教育スタンダー

ド」がそれ自体機能せず，「高等職業教育機

関の技師養成教育と経済発展に損害」 ，換

言すれば，産業の要求とずれた教育内容を促

進させるという弊害を生じさせている。この

理由は，２つである。１つに，技術発展に

よって技能的職務に必要とされる認知的，理

論的な知識が高度化しているので，教育現場

の対応がそれについていかないためである。

２つに，労働者を再訓練する必要が高まって

いるのに，ロシア連邦は，職業教育機関でし

か再教育を認めていないので，現職労働者を

受入れる体制が職業教育機関だけでなく企業

側でも十分とられていない。それと同時に，

職業教育機関での労働者再訓練の内容にも，

「社会の現実的要求に対して専門家養成の施

設・設備の貧弱さと内容のマンネリ化や非弾

力性」 が存在するからである。

そこで，経済発展と職業教育に関連して，

ロシア連邦内で「『国家教育スタンダード』

の専門家資格と教育内容の専門資格一覧表の

再編成」 ，あるいは，各教育機関が存在し

ている地域の経済特性を取り入れ得る「教育

課程編成の柔軟化」 の要求が出てきたので

ある。世界的に見ても，職業教育は，その実

効性を疑問視されてきた。その代表的見解は，

世界銀行（通称，正式には国際復興開発銀行

The International Bank for Reconstruction
 

and Development，以下「IBRD」と略記，

2001年）の論文において次の通り見られる。

つまり，職業教育は，「（学校で行われるすべ

ての計画的，意識的，組織的な知識の伝習と

学習である）形式的 formalな教育で行うの

は効果がないし，産業発展についてこられな

いので止め，その代わり，職業教育は，（家

庭や工場での非組織的学習である）非形式的

informalな教育や（農業講習会，地域社会

開発，保健教育，成人読み書き学級などの）

非定型的 nonforomalな教育」 として，企

業，私的訓練施設，あるいは，自営業であれ

ば家庭で行うべきである。その方が労働市場

での変化に対応しやすいので，労働者の技術

発展には，最も効果的であるというものだ。

但し，職業教育制度を廃止するのは，それま

で注ぎ込んできた金額が大きすぎるとして，

「当面は非形式的制度を平行して確立し，で

きるだけ多くの資源をそれに振り向けること

を主張する人が多い」 。

⑶ ロシアにおける職業教育研究の動向

ロシアの職業教育の研究動向については以

下の通りである。

旧ソ連邦の職業教育は，「教授・学習と生

産労働」との結合により「（共産主義社会を

目指す）労働に向けて生徒を準備する」とい

う「労働教育」を普通・職業両教育の「環」

と位置付けた 。それに対し，ロシア連邦の

職業教育は，普通・職業教育の「環」の部分

である「労働教育」という思想それ自体を排

除した。それに代わる明確な原理・原則がな

いままに，目標として「教授・学習と生産労

働との結合」 という産業と職業教育との旧

ソ連邦時代の原則をほぼ踏襲 し，旧ソ連

邦の職業教育制度と施設および教職員をその

ままロシア連邦に移行したのである。

旧ソ連邦の教育制度を継承した具体的な点
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は，ロシア連邦法「教育について」｛1992年

７月（以下，「連邦教育法」と略記），第２章

教育制度，第８条 教育制度の概念，1999

年改正｝によれば以下の通りである。

１つに，ロシア連邦の職業教育制度は，教

育制度の枠組みとして旧ソ連邦の「労働教

育」制度を継承した。つまり，第９学年まで

の普通教育を基盤に，第10学年以降，専門

教育を学生に習得させる制度であった。すな

わち，１）就学前教育，２）初等普通教育，

３）基礎普通教育，４）中等（完全）普通教

育が基盤となる。その普通教育水準を基盤に，

そこから継続し，専門化した熟練水準向上の

諸課題解決のために，以下の専門教育段階が

制度として存在する。すなわち，⑴初等専門

教育〔職業技術学校＝ ，以下同様〕，⑵

中等専門教育〔中等技術専門学校＝テーフニ

クム，以下同様〕，⑶高等専門教育（総合大

学および単科大学），⑷高等後期専門教育

（大学院修士，博士課程），である。

２つに，ロシアには，旧ソ連邦時代から就

業するために必須とされる専門資格が職業教

育機関でのみ取得できるシステムが存在する。

ロシア連邦にもこのシステムが継承された。

また，そのシステムを前提に旧ソ連邦では，

国が教育基準を決定し，各職業教育機関がそ

の教育基準に基づき教育計画を作成し，実施

する形態をとっていた。ロシア連邦において

は，この教育基準の代わりに「国家教育スタ

ンダード」が導入された。「国家教育スタン

ダード」は，国 連 教 育 科 学 文 化 機 関

UNESCOの職業専門分野一覧表を基に作成

し，若干授業時間数制限を緩和し，地域性を

考慮した科目選択ができるようになった。

３つに，各職業教育機関の就職指導に関し

て，旧ソ連邦では「職業配分」政策により，

国が被教育者や将来の専門家に対し，命令で

職業分野，就業場所および企業・組織を決定

していた。ロシア連邦では，「職業配分」政

策を解消し，それに代わって「就業契約」政

策を導入し，被教育者や将来の専門家自らの

意志を聞き，企業と契約を結ぶという市場経

済の個別的な自由ということを取り入れた。

ロシア連邦の「国家教育スタンダード」は，

特に，専門家資格を有する専門家の労働市場

への輩出について，初・中等専門教育機関の

最終学年生（＝将来の専門家）に対し卒業単

位取得とともに厳密な専門資格取得のための

国家試験を課している。この「国家教育スタ

ンダード」は，1994年に，初めて制定，実

施された後，市場経済実態を反映させるため

に数年ごとに改訂されてきた。しかし，市場

経済実態に応じた教育基準を設定し，それを

厳密に教育課程に反映させることは，欧米で

も困難だと指摘されてきた。こうした「国家

教育スタンダード」の実効に懐疑的な見解は，

2000年以降，ロシア内部でも目立ってきた。

例えば，「教育改革は，ロシア経済転換のた

めの戦略的優先性の１つである。」 （ボチャ

ローヴァ教授，ハバロフスク，2000年）で

ある。また，「技術と工学技術分野における

高等職業教育の専門家養成と専門の方向性に

ついての専門資格一覧表計画の科学的根

拠」 （フョードロフ教授，モスクワ，2001

年）が「国家教育スタンダード」の実効性を

批判した。

ボチャローヴァが旧ソ連邦の統一的職業教

育を継承したロシア連邦の職業教育の枠に留

まって「国家教育スタンダード」の改革を唱

えたのに対し，「教授・学習と生産労働」の

結合というロシアにおける職業教育原理が公

的な教育機関だけでなく，企業研修のような

私的教育機関をも含めて実施されるべきだと

しているのは，国立高等経済大学ヤー・クジ

ミーノフ教授である。クジミーノフは，論文

「ロシアの職業技術教育：状況と展望（内容

的・制度的様相）」 （モスクワ，2004年）

の中で，職業教育と技術進歩とのずれを縮め

るために，企業研修のような私的教育機関を

含めて職業教育が実施される必要があること
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を提起した。さらに，クジミーノフは，ロシ

アの伝統的職業教育制度についても踏み込ん

で検討している。ロシアの伝統的職業教育制

度の在り方を変え得る提案を行なった点で彼

は，ボチャローヴァの職業教育に対する分析

を前進させた。この職業に対する厳密な資格

取得適用の在り方を変える提案は，フョード

ロフが提起し得なかった点であり，本論文で

提起した初・中・高等専門教育機関における

「国家教育スタンダード」に基づく教授と資

格取得制度適応の柔軟化にも繫がる。

旧ソ連邦は，国全体が計画経済に対応した

計画的人材配分政策，いわゆる「職業配分」

政策を実施してきた。「職業配分」政策は，

1930年に，制定・施行されたが，その政策

のサハリン州への導入は，イェ・エム・フ

リードマンが『ロシア・サハリン州の職業技

術教育』（ユジノ・サハリンスク，2002年）

の中で，政策成立経緯について詳しく述べて

いる 。「職業配分」政策が導入当初におい

て労働市場に対する一定の役割を効果的に果

たしながら，暫時形骸化していった過程を

1989年まで論じたのが山口県立大学相原次

男教授の『ソビエト高等教育の社会政策的研

究』（1994年）である 。1991年の旧ソ連邦

崩壊後，「職業配分」政策の廃止，および，

1992年のロシア連邦成立時に，学生本人と

企業とが，原則的に返済不要の奨学金提供の

契約を結ぶという市場経済の個別的な自由を

取り入れた「就業契約」政策導入の可能性に

ついて論じたのが，相原の「補遺」論文で

あった 。その「補遺」論文によれば，1986

年以降，ゴルバチョフのペレストロイカ政策

は，「卒業生の就職配分の仕方も根本的に変

化」 させた。相原は，その変化が「企業と

の経済契約に基づくインテリゲンチャの養

成・配分方式を採用する技術系・工業系の大

学に見られる」 と述べた。相原は，「職業

配分」政策が廃止され，企業と職業教育機関

との将来の「就業契約」政策の先がけとなる

「経済契約」（後の「就業契約」）が技術系・

工業系の大学で独自に実施されていたことを

指摘したのである。彼は，「将来のインテリ

ゲンチャの質については企業の要請が最優先

される。通常，企業は即戦力を期待すること

から，従来どおりの狭い範囲の専門的職業知

識と技術の取得に力点が置かれることにな

る」 として，将来の「就業契約」政策が企

業のニーズが最優先される性質を有すること

も洞察した。

但し，相原は，「経済契約」から「就業契

約」までどのような成立経過をたどったのか

について解明していない。また，2005年現

在，私は，ロシア国内外の研究者が「職業配

分」政策から「就業契約」政策への移行とい

うテーマで研究した文献を発見できなかった。

相原は，「経済契約」が企業，職業教育機関

および学生との関連でどのように運用された

かについても言及していない。本論文では，

相原の実施し得なかった「就業契約」政策の

法律的基盤およびその運用方法だけでなく

「就業契約」の３つの職業分野における実態

についても検討した。

旧ソ連邦の「職業配分」政策成立の条件が，

1991年の旧ソ連邦崩壊後，性急な市場経済

導入に伴い失われ，ロシア連邦では，その

「職業配分」政策に代わって適当な企業に有

用な人材を効率的に輩出するために「就業契

約」政策が導入された。

実際，「連邦教育法」では，学生への社会

的支援の組織化の一部として「就業契約」政

策が次の通り法的に位置付けられた。すなわ

ち，「中・高等専門教育の教育機関において

学習している学生への社会的支援の組織化の

ために，学生への個人的なある種の社会教育

的貸付金のための特別な制度が設立されてい

る。（学生への）個人的な社会教育的貸付金

についての情況は，使いやすくなっており，

ロシア連邦法によって承認されている。」

（「連邦教育法」第四章「教育制度の経済学」
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第42条「中等・高等専門教育の経済学の特

徴」第６項) 。

1999年に，授業料有償制度が開始された

後，「連邦教育法」は，国と地方自治体の教

育予算以外に，国内外の民間企業・組織と

中・高等専門教育機関設置者との「就業契

約」に基づいた民間企業・組織から教育機関

の被教育者（将来の専門家および現職労働

者）への奨学金提供を認めている。すなわち，

「中・高等専門教育の国および地方自治体の

教育制度は，労働者による授業料支払いに関

して，自然人と（あるいは）法人との契約に

よる適当な教育水準の熟練工（ホワイトカ

ラーとブルーカラー），そして，専門家の養

成と再教育を受ける被教育者の定数について，

学校設置者運営媒体（管理数値）の経費負担

で資金融資する以上のことを実施する権利が

ある」（「連邦教育法」第41条「教育制度の

財政」第10項) 。

但し，「連邦教育法」は，「就業契約」に基

づく法律，経済，経営および国と地方自治体

の管理分野に関する専門家について，各教育

機関の各専攻課程定員数の内，25％を上限と

して当該契約を認めるという制限を付けてい

る。すなわち，「自然人，また，民間企業，

機関および組織との契約による法体系，経済

学，マネージメント，国と地方自治体管理分

野における専門家養成のための中・高等専門

教育の国と地方自治体教育機関で学習する被

教育者の定数は，各養成（専攻）課程で学習

する被教育者定数の25％以下でなければな

らない。」（「連邦教育法」第41条「教育制度

の財政」第10項) 。

つまり，「就業契約」政策は，1995年に，

ロシア連邦議会決議第942号「専門家養成を

初・中・高等専門教育機関と契約する目的に

ついて」に基づき策定された。そのロシア連

邦議会決議の結果，1996年に，改訂された

「連邦教育法」には，「就業契約」に対する法

律が具体的に明記された。特に，「連邦教育

法」は，法律，経済，経営および国や地方自

治体の管理に携わる専門家に対してだけ各職

業教育機関の被教育者定数の内，25％という

上限を設定した。しかし，それらを除く専門

分野の専門家に対しては，被教育者定数の内，

100％までの契約数を認めた。国は，1999年

に，授業料有償制度が開始される予定だった

ので，初・中・高等専門教育機関に対して当

該制度と「就業契約」政策とを連動して推進

させようとしたのである。

一方で，その「就業契約」政策導入の意義

を認めながら，他方で，政策を実施していく

ときに発生する問題を指摘したのは，モスク

ワ大学ヴェ・タンボフツェフ教授である。彼

は，「就業契約」政策に関して，生徒が高い

給与の仕事に確実に就業できるように職業教

育機関の教育サービスを効率化する目的があ

る と述べた。但し，タンボフツェフは，

「就業契約」を万能な政策とはせず，その政

策を充実していけば，教育サービスの提供は

より複雑化し，「就業契約」が必ずしも当該

企業への就業も賃金水準も保障しない こ

とを指摘した。

タンボフツェフは，「就業契約」政策の真

の目的について各教育機関が当該政策を学生

の就業率を高める目的で導入する点を見抜い

ていた。実際，ロシア連邦において生徒が高

い給与の仕事に確実に就業できるかどうかが，

学校の質との関連で，受験生と保護者の学校

選択の重要な判断要素となっている。但し，

タンボフツェフは，高給を保障される専門的

職業分野，あるいは，相対的に給与が低い他

の職業分野の「就業契約」政策実態を検討し

たわけではない。そこで，本論文では，相対

的に給与が高い「石油ガス採掘技術者」養成，

および，相対的に給与が低い「看護師」養成

分野の事例を検討する。

他に，日本において，所伸一北海道大学教

授が，旧ソ連邦とロシア連邦の学校制度の相

違を論じた中で職業教育制度に対する普通教
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育第９学年卒業生の進学の実態に関して概説

した 。同様に所教授は，スターリンの教育

改革と学校ポリテフニズム化政策について述

べる中で，旧ソ連邦時代の「労働教育」につ

いても言及した 。竹田正直北海学園大学教

授は，『サハリン州の社会経済と大学改革』

（2000年）で高等教育改革の面から専門家養

成の問題に言及した 。

外国では，1963年より，IBRDが，技術

教育を対象とした教育援助に乗り出した。産

業界のために技術者を養成する中等専門教育

は，当初，中等学校卒業者を対象とする工業

専門学校や，実業中等学校が，無益にアカデ

ミックな教育を追い求めることに代る有効な

進路を開くものとされてきた。しかし，1990

年代に入り，産業界のために技術者を養成す

る中等専門教育は，あらゆる国でいろいろな

問題をはらんでいることが分かってきた 。

IBRDの中等専門教育への援助強化は失敗し

たとしてアール・ピー・ドーアは，以下の通

り述べた。「実業学校〔＝本論文での初等専

門教育機関と類似〕計画の最も甘い所，その

挫折の原因となった誤算は，選別機能が前面

に押し出されている，そして，専ら小学校・

中等学校・大学という進学コースを枢軸とし

て動いている学校制度の中で，実業学校がど

のように評価されるかという点を無視したこ

とにある。少なくとも，小学校から大学まで，

あらゆる段階の教育費の大半を国家が賄って

いる国では，最高学府まで昇り詰め，大学卒

業者として中級技術者の数倍の給料を稼ぐ

チャンスがあるとしたら，誰もすき好んで中

等学校段階で『行き止まり』の，中級技術者

のコースに入ろうとする筈はない，と断定し

てもまず間違いない」 。こうした職業教育

の限界を指摘した見解に共通するのは，１）

学校における教育課程選択の柔軟性の欠如，

２）産業界からの要求に適合させるように選

別機能を拡大すれば，それと反比例に教育機

能の減少をもたらす，という矛盾である。

ロシア連邦の職業教育制度では，職業とそ

れに対応する就業するための資格取得とが厳

格に関連付けられている。しかも，その職業

教育にどのような専門資格を授与すべきかの

指針を示している「国家教育スタンダード」

は，経済発展の糧となる技術進歩から必然的

に遅れてしまう。その遅れを修正するために

「国家教育スタンダード」は，経済発展と関

連付けられた職業教育制度に対し柔軟に適用

されるべきである。同時に職業教育は，学校

以外で行われる非形式的教育や職場や工場で

の非組織的学習によっても実施されるべきで

はないか，という観点で検討する。

⑷ 論旨の展開

ロシアの経済構造転換期における職業教育

の課題について問題の所在は，以下の点にあ

る。

まず，地域の経済力を評価する指標の１つ

として，その地域においてどの経済分野にど

の位の水準の専門家（＝熟練工）がどの程度

存在するかについて検討することは重要であ

る。サハリン州においては，全就業者数の内，

134.9千人（53％，2002年国勢調査) が

初・中等専門教育機関出身者 である。

州職業教育は，職業資格取得制度と職業教

育とを厳格に結びつけたまま，「教授・学習

と生産労働の結合」という経済発展と職業教

育との関連付けを基礎とした旧ソ連邦の教育

指導原理を形骸化し，継承している。換言す

れば，州職業教育は，職業資格取得制度と職

業教育それぞれに，相対的独自性を持たせる

ことも，関連させ合うこともなく，「国家教

育スタンダード」政策と「就業契約」政策を

導入した。その結果，両政策に関連した課題

に以下の通り問題が集中してしまったのでは

ないか。つまり，

１)旧ソ連邦の統一的教育内容の代わりにロ

シア連邦の職業教育に対し「国家スタン

ダード」が導入されたが，2005年現在，
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教育内容上の制約が表われているのではな

いか。

２)旧ソ連邦の「職業配分」政策を発展的に

解消し導入された「就業契約」政策も，地

域経済の要求する人材を効率よく養成し得

ない状況に陥っているのではないか。

以上，ロシア連邦の職業教育に内在する諸

課題に基づき，次の３つの職業教育機関にお

ける専門家養成実態について検討する。まず

第１に，財生産分野について，１）「鉱工業」

の内，「石油ガス採掘業」に対応する「石油

ガス採掘技術者」養成を取り上げる。事例と

しては，州に３つある石油ガス採掘技術者養

成機関として，「サハリン燃料エネルギー・

テーフニクム」 ｛ロシア語で

という(以下，「 」と略記)。｝

を検討する。同様に，２）「建設業」に対応

する「建設技術者」養成を取り上げる。事例

としては，州で最初の「建設技術者」養成の

機関（1954年設立）として，サハリン州の

「第２職業技術学校」 ｛第２職業リセー，ロ

シア語で とい

う（以下，「第２ 」と略記）。｝を検討す

る。および，サービス業分野の内，３）「保

健」分野に対応する「看護師」養成を取り上

げる。事例としては，州に２つある看護師養

成テーフニクム の１つとして，「サハリン

基礎医療テーフニクム」 ｛ロシア語で

という（以下，「 」と略記）。尚，カ

レッジも広義では，テーフニクムに含まれ

る。｝を検討する。

上記職業教育機関３つを選択した理由は，

以下の通りである。

１つ目に，州「石油ガス採掘業」は，計画

経済期の一定の発展から，市場経済移行期の

急速な衰退，石油・ガス開発と輸出による再

発展への始動という旧ソ連邦崩壊後10年間

におけるロシア経済の１つの典型例を示して

いる。例えば，1995－2000年間の州固定資

産の産業分野別構成比で見れば，「石油ガス

採掘業」を含む「鉱工業」の固定資産は，最

も高い24－39％を占めた。

また，「石油ガス採掘技術者」は，地域経

済により早期に養成が求められた。最先端の

採掘技術と細分化された専門分野を伴う石油

ガス開発は，職業教育と「国家教育スタン

ダード」とのずれが発生しやすい。「就業契

約」政策もその成立時である1995年より，

契約者が存在し，2005年まで，最も長い期

間実施されてきたが，契約者数比率は，３％

で少なかった。従って，本稿では，「石油ガ

ス採掘業」に対応する 「石油ガス採

掘技術者」養成を取り上げた。

２つ目に，州「建設業」は，計画経済期の

住宅建設に対する中央政府の直接投資による

発展から，旧ソ連邦崩壊後の衰退，そして，

次第に，上記石油・ガス開発を補完しつつあ

る。しかも，産業別就業者構成比の中で財生

産分野の「建設業」だけでなく，当該産業と

関連付けられたサービス業分野の「住宅・公

営事業」においても，相対的に高い比率を占

めてきているからである。1995－1999年間

に，産業別就業者構成比で「建設業」は，

５－９％を占め，「住宅・公営事業」は６－

７％を占めた。1995－1996年に，２つの産

業分野の合計は，11－16％で，「鉱工業」

22－28％に次ぐ第２位（1997－1999年間の

みでは12－14％で「商業・公共食堂」に次

ぐ第３位）の相対的に高い比率を占めたから

である。1995－2000年間に，「建設業」は，

産業別生産高構成比においても，1996年の

８％から「鉱工業」を凌ぐ1999年の32％へ

と大きく変化した。

また，「建設技術者」は，石油ガス・プラ

ント建設やパイプライン敷設だけでなく，都

市の住宅建設にも必要とされ，「国家教育ス

タンダード」の専門分野も細分化され，最も

厳格に適用された。「就業契約」政策につい
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ては，1994年までに，国営の大規模建設企

業が倒産し，資本規模の小さい家族経営的な

企業が多く設立されたので，政策実施以降，

暫く，契約者数が存在しなかった。ところが，

1998（実際は1999）年の石油生産開始に伴

い，徐々に，契約数が増大し始めた。従って，

本稿では，「建設業」に対応する第２

「建設技術者」養成を取り上げた。

３つ目に，州「保健」分野は，労働力の再

生産に直接関連する重要な経済分野である。

つまり，人口減少の著しいサハリン州では，

アルコール中毒，ウイルス性肝炎，結核，お

よび，怪我からの労働者の回復が労働力維持

という点で必須だからである。しかも，特に，

州では，出産時の事故に対し手当や手術がで

きる産婦人科医が少ない。同時に，医師に

とっては，出産に応じた24時間勤務体制を

取ることが困難である。それ故に，州では，

医師の代わりに，助産師の役割が重要になる。

同様に，州で歯科医も少ないために，看護師

養成専門教育機関で歯科医の資格も取得でき，

治療行為を歯科医に代わって実施し得る看護

師の存在は重要になる。

また，「看護師」養成は，先の２つの職業

分野と比べると「国家教育スタンダード」で

決められた必修授業時間数を91％編成せざ

るを得ないにも拘らず，より柔軟な科目選択

を実施している。「看護師」養成には，最先

端の医療専門家である州立病院と市立病院の

医師がかなり講師に携わっている。他方，石

油ガス開発の最先端の技師たちは，サハリン

島の北端にあるオハーで，しかも，海上で作

業をしているので，最先端の技術を教育する

ことができない。「建設技術者」も作業現場

を離れた教育機関での教育は困難である。さ

らに，「就業契約」でも，「看護師」養成は，

先の２つの職業分野と比べると柔軟に適用し，

1999年に，「就業契約」者数が30％に達した。

同年に， では，授業料有償化が開始

し，その有償化の問題と「就業契約」政策が

合致し，公営病院や治療機関で契約者数が急

増し始めた。従って，本稿では，「保健」分

野に対応する 「看護師」養成を取り

上げた。

本論文の構成は，序章「問題の所在と視

点」，第１章「経済発展と職業教育」，第２章

サハリン州「石油ガス採掘技術者」養成，第

３章サハリン州「建設技術者」養成，第４章

サハリン州「看護師」養成，および，終章で

ある。

研究の手法は，2000－2005年間の現地調

査で入手した統計資料・文献だけでなく，71

人（その内，企業主３人，行政職２人，専門

家８人，看護師２人，医師２人，教育管理職

16人，教師３人，および，学生35人）への

聞き取り調査をも活用し実証的に分析する。

また， ・テーフニクムの人材養成実態

に関しては，37教育機関の内，協力を得た

９教育機関校長，および，学生389人のアン

ケート調査と上記聞き取り調査を主とし統計

資料や文献資料を従とし検討する。

註

序 章

１)固定資産は，市場・非市場サービスを含めた財

生産のために，１年を超え長期〔＝10年〕間に

わたって，数回あるいは恒久的に活用されるべき

（生 産）資 産〔＝ス トック〕の 意 味 で あ る

（

）。

２)比較価格は，名目金額を実質化（英語で real
 

term）するためにデフレーター（価格上昇率，

英語で deflator）で除した価格の意味である。

３)

XXI

４)

５)

，のホームページ

2005年12月９日，http://www.gks.ru/scripts/
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db inet/dbinet.cgi?pl＝2702005より。

６)2003年９月15日，私は，サハリン国立大学教

授エス・ヴェ・プロコペンコ（

）の研究室で聞き取り調査を実施した。

７)村上隆「サハリン大陸棚における石油・天然ガ

スの開発と環境」，『北海道技術士センター・北方

海域技術研究会講演会報告書』北海道大学スラブ

研究センター，2000年，３頁，2005年11月29

日，http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sakhalin/

hoppo/hoppo1.htmlより。

８)「生産物分与協定について」（北海道大学大学院

法学研究科付属高等法政教育研究センター研究員

佐藤守男条文翻訳監修），1995年12月30日付け

『ロシア連邦法』第225号-FZ（改正1999年１月

７日，2001年６月18日，2003年６月６日解説，

2005年12月３日，http://www.pref.hokkaido.

jp/keizai/kz-sykei/russia/houritsu/joubun/

seisanbutubunyo/index.htmより。

９)

10)富樫巧（北海道サハリン・ビジネス交流支援協

会事務長，北海道開発問題研究調査会主任研究

員）「サハリンの現状及び北海道ビジネスセン

ターの活動状況について」，北海道経済部商業経

済交流課「講演録サハリン・ビジネス 」，札幌

市，2001年，２頁，2005年12月14日，http://

www.pref.hokkaido.jp/keizai/kz-bkkry/koen/

togasi01.08.28.htmlより。

11)

12)

13)

14)株式会社「サハリン・エナジー」は，石油ガ

ス・プラント工場やパイプライン敷設，および，

2001年より開始された液化石油・天然ガス工場

建設の準備のための工事を国際入札により多国籍

企業，そして，その傘下の本国の子会社や州を除

く，ロシアの大企業に請け負わせた。実際に，州

「建設業」企業・組織が単独で「サハリン 」事

業に参加することは殆どできなかった。例えば，

州最大建設土木会社のＡ社は，「サハリン 」の

パイプライン工事の一部を請け負った。Ａ社は，

「実際に地面を掘ってパイプラインを埋める作業

はおこなうにしても，設計や重機の購入などはす

べてスター・ストロイ社（フランス・ロシア，合

弁企業）が実施」｛富樫巧（北海道サハリン・ビ

ジネス交流支援協会事務長，北海道開発問題研究

調査会主任研究員）「サハリンの現状及び北海道

ビジネスセンターの活動状況について」，北海道

経済部商業経済交流課「講演録サハリン・ビジネ

ス 」，札幌市，2001年，５頁，2005年12月14

日，http://www.pref.hokkaido.jp/keizai/

kz-bkkry/koen/togasi01.08.28.htmlより｝した

ので，自ら建設重機を購入する決定権さえ与えら

れなかった。

15)1995年に，「生産物分与協定について」をロシ

ア連邦および州が株式会社「サハリン・エナ

ジー」と調印し，1999年に，同法が改定され，

「ローカル・コンテンツ条項」により，同社が

「ロシア製」建設施設・設備の70％を活用，およ

び，「石油ガス採掘技術者」を含むロシア人専門

家の80％を雇用，という一定の制約を受ける仕

組みが形成された（村上隆稿「サハリン大陸棚に

おける石油・天然ガスの開発と環境」，『北海道技

術士センター・北方海域技術研究会講演会報告

書』北海道大学スラブ研究センター，2000年，

１頁，2005年 11月 29日，http://src-h.slav.

hokudai.ac.jp/sakhalin/hoppo/hoppo4.htmlよ

り）と言う。ところが，1998年に，国内外企業

が請け負った契約総額２億8,816.2万ドルの内，

１億6,800万ドル（構成比58.3％）までを州企

業に請け負わせることができたが，契約条件をク

リアーできずに請け負うべき契約分をみすみす外

国企業に取られた建設請負契約部分が１億

2,016.2万ドルも存在したことは問題であった

（村上隆「サハリン大陸棚における石油・天然ガ

スの開発と環境」，『北海道技術士センター・北方

海域技術研究会講演会報告書』北海道大学スラブ

研究センター，2000年，１頁，2005年11月29

日，http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/sakhalin/

hoppo/hoppo2.htmlより）。

16)

17)

XXI
 
e

18)

｛
マ マ
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27)ワシーリエフ前掲著，7-25頁。

28)例えば，ワシーリエフ前掲著，〝教育内容"，79-

81頁，および，サハリン国立燃料エネルギー･テー

フニクム〝全日制教育課程（専門資格「石油ガス採

掘技術者」）"(

-

）との教育課程内容の類似性である。

29) -

30) -

31)

N

32)

33)相原前掲著（第３章），157-218頁。

34)相原前掲著，283頁。

35)相原前掲著，263頁。

36)相原前掲著，281頁。

37)相原前掲著，281-282頁。

38)

39)

40)

41)

N

42)

43)所伸一「ロシアの学校制度と教育観は変わった

か」，望月哲男編『スラブ・ユーラシアの変動：

その社会・文化的諸相』北海道大学スラブ研究セ

ンター，1997年，165-180頁。

44)所伸一「スターリン改革と『学校ポリテフニズ

ム化』政策について― ソビエト・ロシア教育史

における分岐点に関する研究― 」，『北海道大学

大学院教育学研究科紀要』第86号，2002年６月，

303-327頁。

45)竹田正直『サハリン州の社会経済と大学改革』

共同文化社，2000年。

46)Ramsaroop,ibid.,pp.30-34.

47)ドーア前掲著，186頁。ドーア氏は，職業教育

と開発との関連について，その職業選別効果が減

少してきていることを詳しく述べている（同上，

185-188頁）。

48)
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49)初・中等専門教育には，職業技術学校（1995

年までの名称，ロシア語で

，略して という。以

下，「 」と略記。1996年以降は，初等専門教

育機関，ロシア語で

，以下，「 」と略記。），

および，中等技術専門学校（1995年までの名称，

ロシア語でテーフニクム， という。以

下，「テーフニクム」と標記。1996年以降は，中

等 専 門 教 育 機 関，ロ シ ア 語 で

，以下

「 」と略記。）である。 は，教育期間

で第10学年から第12学年で，教育内容で日本の

職業高校に類似，一方，テーフニクムは，教育期

間で第10学年から第14学年まで，教育内容で高

等専門学校から専攻科までを含む，に類似する。

尚，1996年以降，第11学年までを新たに大学進

学者のための後期中等普通教育と名付けた。とこ

ろで，人材養成とは，スーパーのレジ打ちや荷物

の包装などをする非熟練工を一部含む にお

ける教育，専門家養成とは，熟練工のみを含む

テーフニクムにおける教育，という具合に区別し

て用いている。

50)サハリン国立燃料エネルギー・テーフニクム

（

校長 ：住所，

）。

51)第２ （ ，校長

：住所，

）。

52)もう１つは，サハリンの北部タタール海峡に面

したアレクサンドロフスク・サハリンスク市にあ

るアレクサンドロフスク・サハリンスク医療テー

フニクムである。

53)サハリン基礎医療テーフニクム（

，校長シドレンコ

：住所，

）。

第１章 経済発展と職業教育

第１節 経済発展と職業教育の関連

第１項 経済発展と関連付けられた職業教

育の定義

職業教育は，一般的に次の通り定義される。

広義では，被教育者の知識と熟練による具体

的な職業と専門の習得である。教育者が被教

育者にその職業と専門を教授し訓練する。狭

義では，被教育者の手作業的職業を伝統的見

習い制度や学校制度において訓練する「実業

教育」，および，それより程度が高く知的専

門職業を教える「職業教育」という具合に区

別される。ロシアでは，基礎的職業教育（＝

実業教育とほぼ同義）の知識と熟練を獲得す

るのが初等専門教育機関，それより高い職業

教育の知識や専門を習得するのが，中等専門

教育機関および高等専門教育機関である。

職業教育という語が先進国だけでなく，発

展途上国でも常に経済成長の発展とその持続

との関連で使用されて来た概念であることは，

IBRDの経済学者イー・ヴィ・ラムサループ

が指摘したところである 。職業教育を経済

発展との関連で活用することは，IBRDだけ

でなく，他の国連機関，例えば，国連教育科

学文化機関 The United Nations Educa-

tional Scientific and Cultural Organization

（UNESCO）やアメリカ合衆国およびイギリ

スでの職業教育の発達にも共通する考えであ

る 。職業教育の始まりは，200年以上前の

産業革命を機にイギリスを初めとした工業諸

国においてであった。当時経済発展の糧と

なった新しい技術が蓄積され，かつ伝承され

たのは，殆ど工場や鉱山などの作業現場であ

り，決して学校ではなかった。イギリスの社

会学者ドーアは，「新技術の吸収に役立つよ

うな，機械や冶金の原理に関する一般的基礎

知識を，工業学校が一部の熟練工に一応本格

的に教えるようになったのが，漸く18世紀

末のことである。」 と述べた。1938年に人
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材を最大限に動員しようとする国家的要請に

より労働階級向けの小学校は，中流階級子弟

が生徒の大多数を占めるグラマー・スクール

と平行して，中等レベルの学級を高等小学校

と名付けて増設した。その高等小学校は，事

務職志向・大学準備過程としての中等学校で

あるグラマー・スクールとは別個の，しかも

それより一段格が低い職業教育を実施する教

育機関であった 。

その後，先進国で1960年代に，高学歴者

の失業が社会問題化したとき，有用な職業技

術を学校制度の中で身に付けることが失業問

題解決に繫がると期待され，職業教育への志

向が高まったのである。当時，失業問題の核

心は，「伝統的教育の『一般教養偏向』にあ

る」とされた 。換言すれば，「高学歴者失

業問題の原因は，教育を受けた人々，学校を

卒業した人々が肉体労働の職に就きたがらな

いこと，そして『教養人』としての彼らの身

分にふさわしい，と彼らが信じる，ホワイト

カラーの職に当てもなく執着する」 ことに

あると一般的に主張されてきた。従って，

1963年に本格的に教育援助に乗り出した

IBRDの借款も大部分が職業教育を対象とし

てきた。

しかし，職業教育政策は多くの国で頓挫し

た。その原因は，「小学校・中等学校・大学

という進学コースを枢軸として動いている学

校制度の中で，職業〔主に狭義での実業〕教

育機関がどのように評価されるかという点を

無視」 したからだと言われている。より根

本的には，経済発展を成功裏に導くための熟

練が，先端技術の急増とグローバル化により

急激に変化したにも拘らず，学校教育ではほ

んの僅かの技術しか教育できなかったためで

ある 。1955－1973年間の高度経済成長期に，

日本で，学校は，普通教育のみが良い，職業

専門教育は，企業内で実施することができる，

といった普通教育を支持する傾向が社会に広

まった。1960年代に，旧ソ連邦で，中等普

通教育の教育課程に職業教育内容が大幅に取

り入れられた結果，中等普通教育とともに中

等専門教育機関の学問水準が向上したと言わ

れている 。こうして職業教育より普通教育

が重視された理由は，高度な熟練技術の仕事

量が増加し，単純作業の仕事の割合が減少し

た。そのため，熟練技術の中身が旧来の仕事

の種類が同様であってもその熟練水準は，上

方にシフトした。その結果，職業教育機関で

は，高度な熟練技術取得が著しく困難となっ

たからである。そして，「低い水準の職業教

育過程と狭い職業科目しか学習できなかった

学生は，卒業後専門家として就業することが

困難になった」 のである。その後，1980年

代後半に，日本では，バブル経済期が終焉を

告げ，企業経営に倹約の必要が高まると，直

接生産に関わらない企業内職業専門教育への

予算が削られた。企業は，自らに代わって大

学に対し職業専門教育をするよう求めた。職

業教育は，日本で中等専門教育機関の一部，

すなわち高等専門学校などで実施された。ま

た，アメリカ合衆国，イギリス，ドイツなど

では，生産における徒弟見習い制度が，熟練

労働者を養成するための基本的な形態として

残されていた。

1990年代に入って，IBRDの経済発展に

対する職業教育の貢献度は，限定的なものと

なっていくのである。つまり，経済学者ケ

リーが言うところの「職業教育という国の熟

練工養成形態が，多様化されるべきである。

つまり，職業教育は，公的部門と私的部門両

方の形態を組み合わせ，企業内訓練 on the
 

job training（「OJT」と略記）と職業教育機

関による制度的職業訓練，徒弟見習い制度，

企業の出向形態の研修，および，その他の職

業技術者養成をも合わせた分野で実施される

べきである。それらの職業教育分野では，職

業教育費の負担をも分担し合うべきであ

る」 という主張が一般的となったのである。

一方，旧ソ連邦における職業教育の発達は，
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普通教育学校の発達と結びついていた。普通

教育学校で教育者は，生徒を職業教育に引き

継ぐために準備すると同時に，社会主義建設

のための職業準備もさせていた。従って，普

通教育第９学年修了後，初・中・高等専門教

育は，青年労働者の労働を教授と資格取得の

目的に従属させるように制度化された。つま

り，旧ソ連邦における職業教育は，普通教育

学校を土台に専門教育機関で重要な位置を占

め，一定の成果を上げてきた。ロシア連邦に

移行し，その位置付けが継続されているのか

いないのかを検討することは，次のような意

味がある。つまり，旧ソ連邦時代の計画経済

が，ロシア連邦の経済構造へどのように転換

されたのか。その経済構造転換実態の一部が，

ロシアにおける職業教育を検討することに

よって明らかにされ得る。もう一歩踏み込ん

で，ロシア連邦における職業教育の様相が，

熟練技術の発展により技術進歩との距離を縮

め得るのか，あるいは，職業教育の発展には

構造的に無理が発生し，それらの距離が拡大

し続けざるを得ないのかについても検討する

必要がある。

旧ソ連邦の職業教育をその成立時から

1984年の教育基本法改正（この改正により

教育のペレストロイカが始まった）まで，職

業教育の思想（＝指導原理）から教育課程

（＝指導内容）を経て進路選択に向けての進

路指導に至るまで体系的に論じた著作は，旧

ソ連邦科学アカデミーのユー・ワシーリエフ

氏の『ソ連の職業・労働教育』（1986年）で

ある。

旧ソ連邦において，職業教育は，普通教育

制度と職業教育制度という２つの教育制度の

中で，将来の職業に対する労働力の計画的養

成を行ってきた。両方の制度は，ともに「労

働に向けて生徒を準備する」，いわゆる「労

働教育」という概念を基本的に有していた 。

「労働教育」は，一方で，目的としてマルク

ス，エンゲルスの経済学に基づく共産主義社

会建設のための有用な労働力を養成するとい

う面がある。他方で，職業教育の手段として，

「教授・学習と生産労働」との強い関連性を

意識化する中で教育効果を狙う面もあった。

手段としての「教授・学習と生産労働」につ

いてワシーリエフは，マルクスとエンゲルス

の考えを引用し「教授・学習と生産労働との

結合を大工業の発展にともなう不可避的かつ

必然的結果としてだけでなく，全面的に発達

した人間を育成する効果的手段として，また

肉体労働と精神労働との溝を深めた資本主義

的分業によって作り出された一面的発達を克

服する強力な手段としてみなした」 。「生産

労働の過程で，生徒の実際の経験のめざまし

い深化がおこなわれ，自然，技術，生産，お

よび社会生活の様々な諸現象に関する知識量

が増大し，授業でそれらを利用することによ

り教授における抽象論や独断論が少なくなり，

科学的知識がいっそう意識的に習得され，実

践や生産に対する科学的知識の意義がますま

す深く理解されるようになる」 のである。

つまり，旧ソ連邦の職業教育という概念は，

「教授・学習と生産労働」との結合の重要性

を説いた「総合技術教育」または「ポリテフ

ニズム」を根本原理とし，それに基づく普通

教育水準の向上による全体的な中等教育の発

展がもたらされる教育指導原理であった。

その「教授・学習と生産労働」の結合とい

う考えは，1991年旧ソ連邦が崩壊し「労働

教育」が教科・科目からはずされたとき，そ

の考えの背景となる旧ソ連邦時代の教育論理

が抜け落ちてしまった。そして，旧ソ連邦の

教育指導原理が形骸化してロシア連邦の職業

教育の中に生き残ったのである。換言すれば，

社会主義計画経済が頓挫し，それに代わる経

済政策の概念規定もないままに，性急に市場

経済導入を図ったために，旧ソ連邦の教育指

導原理の一部がロシア連邦の職業教育に受け

継がれた 。

「教授・学習と生産労働」との結合という
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ロシアの伝統的職業教育原則の枠内で教育改

革を唱えているのが経済学者ボチャローヴァ

であった。ボチャローヴァは，「（『国家教育

スタンダード』の）専門家分野の急激な削減

による再編や（そのスタンダードに基づき作

成された）様々な高等教育システムにおける

教育内容の実施が，現代の国際専門資格標準

や市場経済の要求に適合しなくなった」 と

指摘した。しかし，「教授・学習と生産労働」

との結合という「ロシア職業教育の伝統，原

則，および，規模の範囲における教育改革の

成果を普及することは，ヨーロッパ諸国にも

疑う余地のない利益をもたらす」 。従って，

「国家教育スタンダード」を国際専門資格標

準に対応するよう改訂し，「職業教育は，第

１に，労働市場において，中上級の専門

家」 養成に重点を置くことが必要であると

述べた。

「教授・学習と生産労働」の結合というロ

シアにおける職業教育原理が公的な教育機関

だけでなく，企業研修のような私的教育機関

をも含めて実施されるべきだとしているのは，

クジミーノフである。クジミーノフは，論文

「ロシアの職業技術教育：状況と展望（内容

的・制度的様相）」（2004年）の中で，職業

教育について，次の通り述べた。クジミーノ

フは，普通教育が「一般的文化的博学の形成，

および，思考と価値判断システム形成」 す

る科学であるのに対して，「専門家養成は，

実践的な熟練技能の習得を志向する。他方で，

専門家養成において，熟練内容が複雑になれ

ばなるほど，人格水準の向上がますます求め

られ，さらに実践的な経験が必要になる」

と主張した。クジミーノフは，職業教育が経

済発展の糧になる技術進歩に，最早，対応し

きれないので，旧来の職業教育機関における

紋切り型教育サービスを改革すべきであると

指摘したのである。

教育学の分野からも職業教育が，技術との

関連で機能し得ると述べるのは，ヴャーツク

国立人文科学大学エヌ・ペー・シピツィン助

教授である。シピツィンは，論文「職業教育

のテクノロジー体系」（2005年）の中で，

「テクノロジーは，人間の利害関心と計画に

よる物質，エネルギー，および，情報の変革

と活用についての科学」と定義し，この科学

は，基本的に職業教育という学校教育の科目

として学習されるのであると述べた 。旧ソ

連邦の「労働教育」についても彼は，1970－

1980年代の設計技師養成のために開発され

た教授法を通して，ロシア連邦の職業教育の

教授法に引き継がれたと指摘する 。

ボチャローヴァは，「国家教育スタンダー

ド」が市場経済の要求に対応する職業教育に

適合しなくなったことを指摘した。そこで，

彼女は，「教授・学習と生産労働」との結合

というロシアの伝統的職業教育原則の枠に留

まりながら，「国家教育スタンダード」を柔

軟に適用するだけで産業の要求と職業教育内

容とのずれを調整できると述べた。しかし，

彼女は，以下のロシアの伝統的職業教育原則

についてより深く検討していないためにこの

ような間違った結論に到達したのである。ロ

シアの伝統的職業教育制度には，職業に対す

る厳密な資格取得適用が存在した。このため

ロシアでは，伝統的に職業専門教育機関でし

か職業専門資格を取得することができなかっ

た。この伝統的職業教育制度の在り方を変え

ない限り，職業教育は，技術進歩に対し著し

いずれを助長するばかりである。この職業に

対する厳密な資格取得適用についても本論文

では，踏み込んで検討している。

フョードロフは，「国家教育スタンダード」

の専門家一覧表が細分化されすぎたために技

術進歩と職業教育とのずれが一層拡大した。

そこで，まず多数の専門家一覧表を１つの核

となる職業専攻分野を中心にまとめ，同時に

科学的教育分野の概念に基づき再編成する必

要があると述べた。そうして比較的大きな一

群でまとめられた「国家教育スタンダード」
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は，定期的に構造の検査と専門項目の再検査

が実施されるサイクルを組織すべきだと述べ

る。これは，まず第１に，高等専門教育機関

で実施され，次いで，初・中等専門教育機関

の専門家一覧表を編成し直すべきであると指

摘した。その結果，技師や工学技師の分野の

専門家養成のために，モスクワ国立工科大学

エヌ・エー・バウマン教授が「国家教育スタ

ンダード」と適合した技手と工学技師の分野

における80の職業専門分野の一覧表を作成

した。その一覧表は，1999年に，工科大学

協会理事会でロシア連邦文部省代表者ととも

に審議され共同承認を得た。フョードロフが，

「国家教育スタンダード」の専門家一覧表の

実効性を批判し，具体的解決策として「科学

的教育分野の概念」に基づき80の専門家一

覧表をロシア連邦文部省の承認を経ながら提

起した点は評価できる。しかし，彼は，資格

取得制度と厳格に結びついた職業教育を前提

に「国家教育スタンダード」を編成している

ことが，技術進歩と職業教育のずれの根本的

問題の１つであることを指摘し得なかった。

本論文では，「国家教育スタンダード」の再

編だけでなく，職業教育機関だけでしか取得

できないロシア連邦の硬直化した職業資格制

度の柔軟化をも検討する。

ボチャローヴァは，旧ソ連邦の統一的職業

教育の形骸化されたロシアの職業教育の枠に

留まって「国家教育スタンダード」の改革を

唱えた。そのボチャローヴァに対しヤー・ク

ジミーノフは，職業教育と技術進歩とのずれ

を縮めるために，企業研修のような私的教育

機関を含めて職業教育が実施される必要があ

ると提起した。さらに，クジミーノフは，ロ

シアの伝統的職業教育制度についても踏み込

んで検討している。すなわち，ロシア連邦に

おける職業と資格取得制度について彼は，

「国の正式認定した教育課程や資格でなく，

国の認知した教育課程を実施する高等専門教

育機関において経営管理修士（ロシア語で

，英語でMaster of
 

Business Administrationと標記）や博士水

準の単位を習得する」 必要があると述べた。

ロシアの伝統的職業教育制度の在り方を変え

る提案を行った点で，彼は，ボチャローヴァ

の研究を前進させた。この職業に対する厳密

な資格取得適用の在り方を変える提案は，

フョードロフも提起し得なかった点である。

クジミーノフの提案は，私が提起した初・

中・高等専門教育機関における「国家教育ス

タンダード」の科目選択，および，資格取得

制度適用の柔軟化にも繫がる。実際，職業教

育の新たな場面として，現在（＝2005年），

モスクワとサンクト・ペテルブルクの高等専

門教育機関は，国が認定した修士・博士号と

は別の国が認知し高等専門教育機関自らが単

位を認定する経営やビジネスに関する修士・

博士水準の職業教育を実施している 。

シピツィンは，歴史的に技術進歩と職業教

育とが関連していることを明らかにした。そ

れだけでなく彼は，旧ソ連邦の「労働教育」

がロシア連邦の「職業教育」にどのような経

緯で生かされたのかも解明した。すなわち，

「労働教育」は，ロシア連邦の設計技師養成

のための「職業教育」を経て現代の「情報職

業技術教育」に至ったのである。しかし，彼

が「職業教育」を「現代文明の発展水準の本

質を反映している確実な根拠」 であると述

べた点について，私は，彼の技術進歩と職業

教育との歴史的関連分析が不十分であると言

わざるを得ない。経済発展の糧となる技術進

歩と職業教育との関連について，私は，前章

（「序章 ⑵」）で検討してきた。その結果，

職業技術教育は，技術進歩に対し必然的に遅

れるだけでなく，ロシア連邦の初・中・高等

専門教育機関で実施してきた「職業教育」が

経済発展の糧である技術進歩に，最早，追い

付けない位構造的に麻痺したことを指摘した。

従って，本論文では，シピツィンが十分に分

析できなかった経済発展の糧となる技術進歩
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と職業教育との関連をより深く検討すること

が必要である。

前述した職業教育の定義（「被教育者の知

識と熟練による具体的な職業と専門の習得で

ある。教育者が被教育者にその職業と専門を

教授し訓練する。」）に関して，職業教育は，

経済発展との関連付けが重要な要素であるの

に，この定義では，その点が不明確である。

また，旧ソ連邦崩壊と性急な市場経済導入に

伴って，労働市場に対する相対的に有用な労

働力輩出を可能にさせるためには，労働者の

サービス意識向上が必要不可欠な要素である。

そのため職業教育分野には，「教育サービス

の質の向上」を明示する必要がある。そこで

私は，前述の職業教育の定義に対し，これら

の要素２つを重視する視点を補った。つまり，

本論文でロシアにおける「職業教育の定義は，

教育者が，現実の経済にとって有意味な職業

分野に対応する被教育者と将来の専門家に対

し，知識の探求，獲得，および，熟練技術の

発展と関連付けられた活動能力を育て支援す

ること」と定める。その職業教育内容の水準

によって，初・中・高等専門（職業）教育に

分けられる。特に，サハリン州との関連では

初・中等専門教育を中心にその専門家養成が

図られている。

ロシア職業教育の問題点の１つとして職業

教育を規定している「国家教育スタンダー

ド」は，現実の経済発展における技術進歩と

のずれが生じること。２つに，「国家教育ス

タンダード」が職業教育機関の教育内容を硬

直化させていることである。ロシアの職業教

育制度では，職業の資格水準とそれに対応し

た就業・開業するための資格取得制度とが厳

格に関連づけられているために，「国家教育

スタンダード」の役割が非常に重要なものと

なっている。「国家教育スタンダード」の問

題点２つを克服するための方法として，本論

文では，１つ目の点に対して職業教育を公的

機関だけで実施しているロシアの職業教育制

度を職業教育機関と企業内研修を実施してい

る企業とが補完し合う制度に改革していくこ

と。次いで２つ目の点に対しては，「国家教

育スタンダード」の運用の柔軟化を図ってい

くこと。つまり，各職業教育機関においては，

地域経済の特性を教育課程に生かせるように

する，と定める。

第２項 ・テーフニクムの位置付け

・テーフニクムは，ロシア連邦教育

制度の中で次の通り位置付けられる。

１ ロシア連邦の教育制度（職業技術学

校＝ ）

図１によると，ロシアで，普通教育期間の

内，初等普通教育期間と基礎中等普通教育期

間を合わせた義務教育期間は，第１（６

歳）／２（７歳）学年から第９（14歳）学年

（日本で，小学校１年生から中学校３年生）

までである。職業技術学校（図１では PTU

と標記）は，教育期間で，その第10（15歳）

学年から第12（17歳）学年までの１－３年

間をいう。
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つまり， は，教育内容で日本の高等

学校に相当する。「連邦教育法」によると

は，教育課程の中等職業教育｛第 章

教育制度 第９条５項Ｃ号，1996年以降の

初等専門教育という名称に相当する，以下同

様｝，および，教育機関の職業技術学校｛第

章第12条４項Ｃ号，および，第24条２項，

1996年以降は初等専門教育機関｝に相当す

る。

図１は，下記資料・典拠より。
１
２
３ 所伸一「ロシアの学校制度と教育観は変わったか」，望月哲男編『スラブ・ユーラシアの変
動：その社会・文化的諸相』北海道大学スラブ研究センター，1997年，1-2頁。

図１ ロシア連邦の教育制度（1996年以降)
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２ の教育内容

の卒業者（但し，学生は，卒業資格

として国家試験に合格することが前提であ

る）は，職業従事者の基礎資格を取得するこ

とができる。その後，卒業生は，大学に進学

することもできるが，その比率は極めて低い。

2001－2002学年度サハリン州 の進学者

は，第12 も第14 も，ともに０％

であった。

ところで，ロシア連邦の教育政策は，一般

的に，普通教育も専門教育も，「国家教育ス

タンダード」を基準とする（「連邦教育法」，

第７条「国家教育スタンダード」を参照）。

この政策は，全教育機関の教育課程の内，教

育内容（科目）と（科目の）学習時間を設定

するときの基準・指針を定めたものである。

この基準・指針に従って，「学習者に知識の

現代的な水準と教育課程の水準（学習の段

階）にふさわしい世界像を形成すること」を

学生に保障している（「連邦教育法」第14条

２項）。

専門教育の教育内容は，「どの水準であれ，

学習者に専門職とそれぞれの資格を取得する

ことを可能にする」（「連邦教育法」第14条

３項）もので， の場合，職業従事者の

基礎資格を取得可能とする。ただし，資格取

得予定者には，国家試験が義務づけられ，そ

れに合格して資格取得が完了する（「連邦教

育法」第15条４項）。

また，入学試験制度に関して，法律で規定

されていないもの，例えば，少数民族に対す

る特別入試選抜などは，各教育機関で定め，

教育機関の規則に明記することになっている。

そのような特例を除き，普通学校と同様，専

門教育機関の入試制度は，本人の申込みによ

り，競争試験に基づいて行われる（「連邦教

育法」第16条１項及び３項）。

３ ロシア連邦の教育制度（中等技術専門

学校＝テーフニクム）

図１によると，サハリン基礎医療テーフニ

クムの教育期間は，第10（15歳）学年から

第12（17歳）学年までの３年間，あるいは，

第13（18歳）学年から第14（19歳）学年ま

での２年間をいう。

前者は，日本で高等学校３年間に相当し，

後者は，短期大学の２年間に相当する。後者

は，後期中等普通学校（日本の高等学校全日

制普通科と類似）を卒業後，正規の入学試験

を受け合格した学生を対象とする。つまり，

テーフニクムは，教育内容で日本の高等専門

学校と短期大学に相当し，「連邦教育法」に

よる，教育課程の中等職業教育（第 章 教

育制度 第９条５項 号，1996年以降中等

専門教育），および，教育機関の中等職業教

育機関（第 章第12条４項 号，及び，第

24条２項，1996年以降中等専門教育機関）

に相当する。

４ テーフニクムの教育内容

テーフニクムの卒業者は，卒業資格として

国家試験に合格することが前提であるが，職

業専門家の中級資格を取得することができる。

これは，高等専門教育機関において，例えば，

医療関連では，大学（医療系６年生，以下同

じ）が医師免許取得，基礎医療テーフニクム

は，看護師資格取得と制度的に区別される。

最初，基礎医療テーフニクムで学び，中途で

医師免許を取得したくて，進路変更すること

も可能である。それは，基礎医療テーフニク

ム第13／14学年終了後，大学の３年次に編

入するのである。

専門教育の教育内容は，「どの水準であれ，

学習者に専門職とそれぞれの資格を取得する

ことを可能にする」（「連邦教育法」第14条

３項）もので，基礎医療テーフニクムの場合，

看護師の中級の資格を取得可能とするのであ

る。ただし，資格取得予定者には，国家試験
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が義務づけられ，それに合格して資格取得が

完了する（「連邦教育法」第15条４項）。

また，入学試験制度に関しては， と

同じく，法律で規定されていないものがある。

例えば，少数民族に対する特別入試選抜など

は，各教育機関で定め，教育機関の規則に明

記することが明示されている。そのような特

例を除き，中等（基礎・後期含む）普通学校

と同様，専門教育機関の入試制度は，本人の

申込みにより，競争試験に基づいて行われる

（「連邦教育法」第16条１項及び３項）。

補註)芸術系と体育系の教育制度は，旧ソ

連邦からの伝統を受け継ぎ，普通，およ

び，職業教育制度と異なる特異な体系を

有しているので，その違いを説明する必

要がある。但し，本稿では，中心的に取

り上げた事例はないので略記するに留め

る。

ロシア教育制度上のサハリン国立大学附属

サハリン「芸術テーフニクム」の位置づけ

― 芸術系テーフニクムの教育制度を中心

として―

図１によると，サハリン国立大学附属サ

ハリン芸術テーフニクム（以下，「芸術

テーフニクム」と略記）は，教育期間で，

その第７（13歳）学年終了後，初等普通

学校の教育期間（＝第４学年終了後，第９

学年終了までの５年間をいう）を超え，後

期中等普通学校終了時の第12（17歳）学

年に至る２年間をいう。

つまり，日本で，中学校２年間と高等学

校の２年間に相当する。「芸術テーフニク

ム」を卒業後，中級の音楽専門家の資格を

取得する。

アナトーリェヴナ教諭は，「芸術テーフ

ニクム」卒業後，学生は約10％が高等音

楽学院（ロシア語で とい

う），あるいは，音楽大学（ロシア語で

という）に進学し，

残りの約90％は，初・中等音楽学校の教

師になる，と述べた。

「芸術テーフニクム」は，「連邦教育法」

による教育課程の初・中等専門教育（第

章 教育制度 第９条５項 号），および，

教育機関の初・中等専門教育機関（第 章

第12条４項 号，および，第23条３項）

に相当する。

初・中等音楽学校の教育期間は，通常７

年間である。それには，初等普通学校の教

育期間４年間と基礎中等普通学校の教育期

間３年間が含まれる。

「国家教育スタンダード」に従って，具

体的な教育内容も「学習者に知識の現代的

な水準と教育課程の水準（学習の段階）に

ふさわしい世界像を形成すること」を学生

に保障している（「連邦教育法」第14条２

項）ので，初・中等音楽学校の教育内容は，

初等普通教育と中等普通教育両方の教育内

容を実施しなければならない。サハリン州

の初・中等音楽学校については，正確な資

料がないので，同じ国立のグネシン音楽

テーフ ニ ク ム

（以下，「グネシン音楽テーフニクム」と標

記）を例に取り分析する 。

「グネシン音楽テーフニクム」は，教育

期間が11年間である。「グネシン音楽テー

フニクム」は，５－６歳で第１学年に入学

させ，第11学年まで弦楽器，打楽器，

ハープやピアノを専門にしながら，卒業時

には，中級の専門音楽教育の資格を取得さ

せる。「グネシン音楽テーフニクム」で，

学生は５－６歳のとき，就学前準備教育を

受ける。７歳から彼等は，初歩的な演奏練

習 ソ ル フェージ オ（ロ シ ア 語 で

という）と初歩的な音楽専門

教育を受ける。しかし，音楽の専門だけで

はなく，初・中等普通教育の原理が全て学
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校の教育課程の中に入っている。初・中等

普通教育内容は，11年間の全教育課程に

含まれるが，特に，第10学年と第11学年

の２年間は，人文科学の内容が入る。むし

ろ，「グネシン音楽テーフニクム」では，

初・中等普通教育内容が，全学年を通じて

必修教科・科目として実施されている。尚，

５歳で入学する場合，原則として就学前準

備教育として行われ，授業料は有料である。

彼らも，選抜試験に合格した後，５歳途中

で入学するか，６歳で入学した時点で無料

となる。

職業教育の教育内容は，「どの水準であ

れ，学習者に専門職とそれぞれの資格を取

得することを可能にする」（「連邦教育法」

第143条３項）もので，「芸術テーフニク

ム」の場合，音楽教育専門家の中級の資格

を取得可能とするのである（「連邦教育法」

第15条４項）。

第３項 旧ソ連邦の「労働教育」とロシア

連邦の職業教育

本項では，旧ソ連邦時代の職業教育に関し

て概要を述べ，ロシア連邦の職業教育と比較

する。旧ソ連邦の「労働教育」とは，「授業

を通して，また，それ以外の生徒の活動を通

じて行われる労働教授・労働訓育・職業指

導・生産労働を含む社会的有用労働・工芸品

創作・農作業実習を含む全体的な過程であ

る」 。教科の指導面と教科以外の課外活動

面の両面における教育の全過程に関わる概念

である。第９学年までの普通義務教育段階で

総合技術教育的原則を習得し，その基礎学習

の上に第11学年までの後期中等普通学校，

および， ・テーフニクム，さらには高

等専門教育機関において「教授・学習と生産

労働」との結合という労働教育の指導原理に

基づく職業教育を行う。

１ 旧ソ連邦の「労働教育」の概要

第１に，教科科目の面において，次の原理

が働いている。つまり，「教授・学習と生産

労働」との結合の科学的原理とは，教育目的

および方法の２つから成立する。教育目的と

は，社会主義社会が成熟し共産主義社会建設

という目的に向かうために，生産が人格の全

面的発達を要求するという意味である。換言

すれば，「共産主義の物質的・技術的基盤を

確立するには，職業に対して機敏に反応する

能力と科学の基礎についての深い知識とを結

合」 する必要がある。そうした労働者が

「労働に対して創造的な態度を示し，集団の

社会的・政治的生活に積極的に参加する高度

な資質を備えた労働要員」 になれば，共産

主義社会建設という目的に役立つのである。

また，教育指導原理とは，「生産労働の過程

で，生徒の実際の経験のめざましい深化がお

こなわれ，自然，技術，生産，および社会生

活の様々な諸現象に関する知識量が増大し，

授業でそれらを利用することにより教授にお

ける抽象論や独断論が少なくなり，科学的知

識がいっそう意識的に習得され，実践や生産

に対する科学的知識の意義がますます深く理

解されるようになる」 。「労働教育」は，基

礎的な「総合技術教育」の上に職業教育機関

の「教授・学習と生産労働」との結合の場面

において，生徒に教育される。

「総合技術教育」的指導原則について現代

生産は，自然と社会の諸法則の実践的適用に

基づいて行われる。そこで，「自然と社会に

ついての基礎科学の概念，法則，理論，およ

び生産の基礎にある一般原理（技術的，技術

学的，組織的，経済的）を習得し，さらに新

しい状況に容易に転移できる」 総合技術的

技能を一般化したものである。

職業教育教科では，技術革新による新しい

経済発展段階，例えば，オートメーション化

に対応できるように，基礎的な数学に加え生

物学と言語学，論理学と物理学，心理学と化
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学のような相互に疎遠な知識領域も生徒に学

習させる。

「労働教育」は，元来経済発展との関連で

職業教育を捉える概念だが，「科学・技術お

よび生産における変化は早く教授要目や教材

の内容に反映されるより前に進行してしま

う」 というように，経済発展を導き出す技

術進歩からの教育内容との遅れを有すること

が問題として認識されていた。但し，技術の

高度化に遅れがちな職業教育内容は，職業教

育機関内部で，次のような視点によって克服

され得るという。それは，マルクスとエンゲ

ルスの経済学という科学・技術および生産の

発達における先進的かつ最も不動な潮流との

合致，および，生徒が学習している労働形態

との連携，新しい情報の生徒による理解しや

すさ，そして，作業の実施と方法の直接作業

上での観察可能性である。前者は，理論的に

マルクスとエンゲルスの経済学に基づいて編

成される「労働教育」の教育課程が，経済発

展に遅れても十分対応し得る内容であること

を強調した。後者は，「教授・学習と生産労

働」との結合という科学的原理および教授方

法の工夫により「労働教育」が，学校教育制

度内で工夫し得ることを指摘している。いず

れにせよ，「労働教育」では，技術進歩との

対応が，職業教育機関でも「教授・学習と生

産労働」との結合という科学的原理により可

能とされているのである。

しかし，1991年の旧ソ連邦崩壊と性急な

市場経済導入により，ロシア連邦の職業教育

には，旧ソ連邦時代の教育論理の抜け落ちた

教育指導原理だけが形骸化して生き残ってし

まった。職業教育は魂のない抜け殻状態に

なった。そのため，多様な技術進歩に職業教

育が，益々対応できなくなったのである。最

早，職業教育機関だけで技術進歩に対応し得

る職業教育は，実施していけなくなった。例

えば，サハリン州のような外国資本に依存し

た石油ガス開発一辺倒の地域経済発展の場合，

石油ガス油井の採掘と輸送に対応する職業分

野は，発展した。ところが，石油ガス開発自

体の経営や LNG工場の建設そして石油ガス

を２次的に加工する産業に対応する職業分野

は発展しなかった。また，地域住民の社会生

活向上に必要な看護や福祉分野に対応する職

業分野の発展も遅れた。そのような経済発展

の不均衡により，職業教育分野も安定性を保

障し得ない不均衡な構造になっていた。

第２に，課外活動面では，生徒に対する教

授・訓育活動のあらゆる形態・方法（すなわ

ち，科学の基礎の教育および教科としての

「労働教育」，随意選択，および，サークル学

習，課外時間に行う生徒の社会的有用労働の

組織，生徒で構成する労働合同の一員として

の活動，労働的な性格をもつ各種の行事，労

働の祭典，工芸品および農作業実習で生産し

た生産物の展覧会・オリンピアード・コン

クール，各種生産部門の労働者との対話，な

ど）がこれに奉仕するように求められている。

２ 旧ソ連邦における教育課程

旧ソ連邦の教育課程編成の仕方は，以下の

通りである。教師は，義務教育段階までに総

合技術的知識を生徒に教育しながら，その技

能を後期中等普通学校，および， ・

テーフニクム，さらには高等専門教育機関で

指導する。

まず１つ目に，生徒の「労働教育」におい

て，大きな役割を果たす人文・自然科学系の

諸教科である。具体的には，物理，数学，化

学，生物学，経済地理，一般社会，および，

製図などである。教育課程は，まず第１に，

数学，物理学，化学および製図の学習におい

て，教師が生産活動に応用される科学の諸法

則に注目させるように生徒を指導する。物理

と化学の場合，具体的な生産状況の中で科学

の法則がどのように利用され，作業台，機械，

器具，化学装置などを用いた活動の中でそれ

らの諸法則がどのように現れるかを解明する
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ための諸課題が生徒に提供される。次いで，

「教授・学習と生産労働」をうまく結合させ

るために，生徒達の労働教授および生産労働

を正しく組織し，教育学的観点から生徒を巧

みに指導する。理論を教える「教授・学習と

生産労働」の過程で，生徒は普通教科や総合

技術的知識を強化しその利用の仕方を学習す

るのである。

２つ目に普通教科や総合技術的知識を生産

工程の具体的事実や現象に基づいて，その科

学的法則を習得させる。特に，作業室や学

習・実験農場の労働過程で生徒に生産対象お

よび生産工程と学習した法則との間の結びつ

きを教師が示してやる。いわゆる，実験活動

や実習を主体とした生産実習である。

３つ目に生徒の総合技術的知識・技能習得

にとって大きな意義を持っているのが，第

７－９学年の生徒たちの選択授業である 。

これは，各教育機関の地域的特殊性を考慮す

る形態の１つである。例えば，電気工学の物理

的基礎，ラジオ電子工学の基礎，農芸化学の

基礎，金属加工，生産経済学の諸問題がある。

また，「労働教育」に関する実践的作業に

は，全教授時間中70－80％が費やされなけ

ればならない 。

３ ロシア連邦における教育課程

ロシアの教育課程は，「国家教育スタン

ダード」を基準・指針としてほぼ全国一律に

編成されている。従って，「労働教育」の教

育課程とロシアの教育課程とを比較するため

に，例えば， の教育課程を抽出すれ

ば全国的傾向がほぼ理解できる。

本項では， の教育課程がどのよう

に編成されているか，「労働教育」の教育課

程に対応しているのかいないのかを検討して

みよう。 では，1997年から「国家教

育スタンダード」が導入され，それを基準・

指針として教育課程を編成していた。表１は，

「 全日制教育課程（専門資格「石油

ガス採掘技術者」）」｛これは，「国家教育スタ

ンダード」第130503号（石油ガス産地の採

掘と利用）に対応する｝である。

教育課程は，同じ専攻科目「石油ガス産地

表１ 全日制教育課程（専門資格「石油ガス採掘技術者」)

教育活動毎の時間

その内
項 目 教育過程の要素と教育科目

最大

教授

学習

時間

学年

配分
合計

理論科目 実習科目 学年活動

理論的教育．00 理論的教育 4,374 2,916

連邦設定の理論的教育 理論教育―ロシア連邦が設定した科目 3,550 2,770 1,784 936 50

一般人文社会科学．00 一般人文社会科学科目 750 578 230 348

一般人文社会科学．01 哲学の基礎 44 44 2

一般人文社会科学．02 法律の基礎 32 28 4 1

一般人文社会科学．03 ロシア語と会話文化 56 46 10 1

一般人文社会科学．04 外国語 162 162 1,2,3

一般人文社会科学．05 体育 162 8 154 1,2,3

一般人文社会科学．06 社会心理学 64 54 10 1

一般人文社会科学．07 経済学の基礎 1

一般人文社会科学．08 社会学と政治学の基礎 1

一般人文社会科学．学校設定 教育機関によって設定された学生の選択科目 58 50 8 1,2,3

一般自然科学．00 数学と一般自然科学科目 198 132 82 50

一般自然科学．01 数学 40 20 20 1

一般自然科学．02 情報 60 30 30 1

一般自然科学．03 自然利用の生態学の基礎 32 32 2

一般職業．00 一般職業科目 1,300 990 702 268 20

一般職業．01 工学グラフ 120 120 1
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一般職業．02 （機械)技術力学 180 160 20 1

一般職業．03 電気工学と電子工学 120 90 30 1

一般職業．04 建設活動 60 50 10 1

一般職業．05 地質学 102 90 12 1

一般職業．06 熱力学 90 76 14 1

一般職業．07 水力学 90 76 14 1

一般職業．08 職業活動の法的保護 48 40 8 2,3

一般職業．09 各分野の経済学 80 60 20 20 2,3

一般職業．10 経営学 32 32 2,3

一般職業．11 生活活動の安全 68 48 20 2

専門．00 専門科目 1,302 1,070 770 270 30

専門．01 石油ガス産地の採掘 100 70 30 1,2

専門．02 石油ガス油井の開発 210 120 60 30 2,3

専門．03 石油ガス生産設備 200 160 40 2,3

専門．04 油井部品の収集と準備 70 50 20 2,3

専門．05 石油ガス油井のボーリング掘削 90 76 14 2

専門．06 オートメーション生産過程 100 82 18 2,3

専門．07 労働者の保護 50 42 8 2

専門．専門化．00 専門化の専門科目 250 170 80 1,2,3

地域設定科目 理論教育(民族―地域的構成要素)科目 200 146 146 1,2,3

学校設定．00 学校の設定した科目(４時間/週) 324 1,2,3

生活・学習・進路相談 （各学年)生活・学習・進路相談 300 1,2,3

生産実習．00 生産(職業)実習 1,2,3

生産実習．01 職業的熟練獲得のための実習 1,2

生産実習．02 専門の熟練に関する実習 2,3

生産実習．03 卒業論文作成(専門資格認定)のための実習 3

15ロ

生産実習．01 最初の職業熟練獲得のための実習 1,2

生産実習．02 専門の熟練に関する実習 2,3

生産実習．03 インターンシップ(専門資格認定のための実習) 3

中間試験 中間試験 1,2,3

国家試験．00 国家試験 3

国家試験．01 卒業論文作成のための補習計画 3

国家試験．02 卒業論文の公開審査 3

国家試験．01 専門に関する最終学際試験の準備 3

国家試験．02 専門に関する最終学際試験 3

教育機関の予備時間 教育機関の予備時間 1,2,3

休業日 休業日 1,2,3

1

2

3

合計

第３学年専門科目．01「石油ガス産地の採掘」の活動計画で教育機関予備時間を使って実施される予定である。
原文においてテーフニクムのロシア教育課程表は，１年生が第２学年で，２年生が第３学年，そして，３年生
が第４学年（＝最高学年）と表示された。しかし，本稿では，本質的な意味で第１，２，３（最高，あるいは，
卒業）学年と表示した。

表１は，下記資料・典拠より。

副校長

-

済構造 育の課

2005年４月５日サハリン国立燃料エネルギー・テーフニクム

題

キム（

転換

）より。
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の採掘と利用」の専門資格第51号（技術者）

の場合，基本的に，「国家教育スタンダード」

の科目と時間数によって総科目時間数4,374

時間｛＝一般人文社会科学750時間，数学と

一般自然科学198時間，一般職業科目1,300

時間，および，専門科目1,302時間（以上が

必修科目）に理論教育（民族―地域的構成要

素）科目200時間，学校の設定した科目324

時間，および，生活・学習進路相談300時間

を加えた時数である｝の内，必修科目3,550

時 間（全 科 目 時 間 数 4,374時 間 の 内

86.16％）を編成しなければならない。それ

以外に，学校で設定できる予備時間があり，

では，「石油ガス産地の採掘」科目

を第２学年でこの予備時間を活用して授業を

実施する。

尚，原文においてテーフニクムのロシア教

育課程表は，１年生が第２学年で，２年生が

第３学年，そして，３年生が第４学年（＝最

高学年）と表示された。しかし，本稿では，

本質的な意味で第１，２，３（最高，あるいは，

卒業）学年と表示する 。

まず１つ目に，「労働教育」の人文・自然

科学系の諸教科だが， は義務教育後

第12学年目から習得するのが普通なのでそ

の殆どは，職業教育に直接関連するものに絞

られている。一般自然科学科目に「数学」40

時間，生物学に代わって「自然利用の生態学

の基礎」32時間が設定されている。一般職

業科目に「労働教育」での製図に対応する

「工学グラフ」が相対的に長い120時間を費

やすように構成され，化学や物理学が「石油

ガス採掘業」に関わる「地質学」，「熱力学」，

「水力学」などで設定されている。

次いで２つ目に，「労働教育」の生産実習

がほぼそのまま「生産実習」第01－03号と

して生かされている。

３つ目に，「労働教育」の選択授業が「地

域設定科目」に相当長い146時間で各教育機

関にとって柔軟に設定し得る余地を残してい

る。

ロシア連邦では，全教授学習2,770時間中，

実習が936時間（34％）で，旧ソ連邦の「労

働教育」に関する実習時間60－70％の半分

しか満たせていない。但し，その分「生産実

習」（同表では，時間数が不明）が相当数の

時間を費やして実施していると考えられ，実

習に「生産実習」を加えた合計時間は，70％

に近い数字になる。

４つ目に，課外活動では，アンケートや聞

き取り調査により，「労働教育」の全ての生

徒に対する教授・訓育活動のあらゆる形態・

方法がロシア連邦の「職業教育」にも生かさ

れている。

以上，第１節では，経済発展に関連付けら

れた職業教育の定義，および，旧ソ連邦の

「労働教育」とロシア連邦の「職業教育」を

比較してきたが，次の２つの点を解明した。

１つに，ロシアにおける「職業教育の定義

は，教育者が，現実の経済にとって有意味な

職業分野に対応する被教育者と将来の専門家

に対し，知識の探求，獲得，および，熟練技

術の発展と関連付けられた活動能力を育て支

援すること」と定める。

２つに，ロシア連邦の「職業教育」には，

旧ソ連邦時代の教育論理が抜け落ち，「教

授・学習と生産労働」との結合という教育指

導原理が形骸化して生き残っていることを解

明した。

経済発展と職業教育の関連について，以下

の３つの論点を明確にし得る。

１つに，「教授・学習と生産労働」との結

合という教育指導原理は，ロシア連邦の初・

中等専門教育に受け継がれ，2005年現在も

様々な専門分野の職業教育に普及しているの

ではないか。

２つに，職業教育は，常に経済発展と関連

付けられた発展を指向する。サハリン州のよ

うな外資依存による石油ガス開発中心の経済

発展の場合，経済発展が不均衡になる結果，
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職業教育分野も安定性を保障し得ない不均衡

な構造になっているのではないか。

３つに，職業教育は，旧ソ連邦の「労働教

育」で，既に，経済発展を導き出す技術進歩

から教育内容の遅れを有することが問題とし

て認識されていた。1992年以降，ロシア連

邦の職業教育は，旧ソ連邦時代の教育理論に

代わり得る教育指導原理も明示されないまま

性急に市場経済が導入された。その結果とし

て，職業教育機関だけで技術進歩に対応し得

る職業教育が実施していけなくなったのであ

る。職業教育は，手段として各教育機関が柔

軟に選択し得る教育課程編成の幅を拡大する

こと，あるいは，場面として職業教育機関以

外での職業教育を展開することは可能か，そ

して，有効か。

以上の論点を第２－４章で具体的事例を上

げ検討する。

第２節 「労働教育」から「国家教育スタン

ダード」成立へ

第１項 「国家教育スタンダード」成立の

経緯と目的

本項では，「国家教育スタンダード」を生

み出し成立させた経緯を検討しながら，その

目的を明らかにする。

ロシア連邦において，国家スタンダードは，

経済における財とサービスの全てに対して国

際標準に適合した国の財とサービスの国家標

準を設定したものである。ロシア連邦国家ス

タンダード会長ボリス・アレシンによれば，

その国家スタンダードを設定した政府の役割

は，「市民のために財とサービスの安全を保

障し，その質を管理することである。それ以

外の役割，例えば，安全が保障されているか，

または，その質が確保されているかという評

価，は市場が果たすべきことである。」 経

済の職業分野について，統計上の職業分類

コードを職業教育に適用させたのが，「国家

教育スタンダード」である。そのため，元来，

「国家教育スタンダード」は，社会にとって

教育サービスの安定性の保障や質の向上を確

保する目的を有する。

「国家教育スタンダード」は，1992年７月

に，「連邦教育法」，および，1993年12月に，

ロシア連邦憲法に次いで1994年に成立・施

行された。既に1993年のロシア連邦憲法に

おいて，「ロシア連邦は，連邦国家教育標準

を定め，任意の形態の教育および学習に援助

を与える」（第43条第５項) として「国家

教育スタンダード」が教育制度に援助を与え

る補完的政策であると謳われていた。

「国家教育スタンダード」成立は，「連邦教

育法」制定の経緯と深く関連している。1991

年旧ソ連邦崩壊後，ロシア連邦における教育

の基本的概念と制度的骨格は，「連邦教育法

（全58条）」に次の通り謳われていた。この

法律は，個人の育成を第１目標にし，教育制

度を社会と国の側から保障しようとする教育

の理念を規定したものである 。北海道大学

所伸一教授は，「連邦教育法」の教育概念が

「訓育・子育ての意味を含む包括的な教育

（ 訓育やしつけの意味；英語で

upbringingと言う）の語を使用するのを避

けて，陶冶・教養（ 教育によっ

て得られる知識の総体あるいは育成の意味；

英語で instructionという）の要素へと重点

を移すことによって保障を限定した」 と述

べた。1993年に，成立・施行されたロシア

連邦憲法の教育概念規定もこの発想と共通の

ものを持っており，「子どもにたいする配慮

およびその養育は，親の平等な権利および義

務である」（第38条第２項) ことを明記し

た。つまり，ロシア連邦の職業教育の概念は，

「個人の育成」を基本として，国が教育を受

けさせることを保障するのではなく，「親の

子どもに対する教育を受けさせる義務」を強

調したことが特徴であった。これらに見られ

る「立法意思は，いわゆる脱国家的，『脱イ

デオロギー』化というソ連崩壊前後のロシア
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におけるソビエト様式への反発の機運を強く

受けた」 ものであったと言われている。ロ

シア連邦は個人の「才能発掘のため学校を多

様化する」 という方向性を公式に採用した。

普通学校の教育内容および課程組織を改革す

るに際しては，「脱国家化，『脱イデオロ

ギー』，多様化が基調音となったが，その経

過と議論が示した１つの目的は，欧米と共通

性を持つ卒業資格が発行可能な内容，課程，

時間数，年限などを備えた中・高等教育機関

を作り出す」 ことにあった。いわば，閉鎖

国家から開放・市場制国家群への参加に伴っ

た要請であった。

すなわち，1993年12月に，ロシア連邦政

府諸省会議決議第121号「市場経済発展要求

に適合し，国際的実践によって一般的に採用

されている統計システムを採用する転機とな

り得るロシア連邦国家計画の現実的手段につ

いて」が採択され，その決議に基づき「国家

教育スタンダード」が1994年に制定された

のである 。

その制定をめぐる論議の中で，ロシア連邦

内各地域の教員の充足および力量，関連教材

蓄積など実施基盤のばらつきの現実が改めて

浮き彫りにされた。そこで，多様な学校が成

立し，多様な教育プログラムが多数存在する

中に，一定の共通のものを求めた方が良いと

いう企業や住民からの要求，および，子ども

達の能力を育成する上で国から各地域の教育

機関に対し実施している授業の高い水準を維

持するべきだという要求の２つが合致して

「国家教育スタンダード」が成立したのであ

る。「国家教育スタンダード」は，地域，学

校間格差の解消と平準化，および，欧米の教

育水準に適合し得る質向上の保障という一定

の役割を果たしてきた。しかし，一方で，ロ

シア連邦の職業教育制度では，職業の資格水

準とそれに対応した就業するための資格取得

制度とが厳格に関連づけられている。

でテーフニクムの資格水準，テーフニクムで

高等専門教育の資格水準を柔軟に取得するこ

とができないので，経済発展に必要な産業分

野に対応する職業分野や当該職業分野の資格

水準が産業の技術進歩と適合しないサハリン

州のような地域も発生したのである。

「国家教育スタンダード」の目的は，①教

育サービスの安定性の保障や質の向上を確保

する目的を一般的に有しつつ，②市場経済発

展に適合し得る教育制度の再編を促進し，③

各地域各教育機関のばらつきを減らすための

教育水準の平準化と同時にUNESCOの国際

専門資格標準（＝統計上の職業分類コード）

に適合させることであった。「国家教育スタ

ンダード」は，以上の目的を達成しつつ結果

としてロシアの教育水準の質向上を図る狙い

があった。

第２項 「国家教育スタンダード」の内容

ロシア連邦文部省が発行するロシア国家教

育スタンダードのことは，「教育に関するロ

シア専門資格」という。これは，初・中・高

等の普通・専門教育機関が行う全ての教育課

程編成の基準・指針となるものである。

国家教育スタンダードの内容は，以下の通

りである｛「連邦教育法」第７条「国家教育

スタンダード」（ロシア語で

という）｝。

⑴ 「国家教育スタンダード」の目的は，国

家が教育内容や教育水準を適正，公正に保

つことである（「連邦教育法」第14条第２

項）。同時に，その時々の社会経済状況を

判断するとともに地方自治体や企業・組織

が要求を提出し，それらを総合的に判断し

て，内容を作成し，実施される。

⑵ それは，ロシア連邦文部省が監督する教

育機関（＝就学前教育施設，初等普通学校，

中等普通学校，および，初・中・高等専門

教育機関），および，他省庁が監督する教

育機関（例えば，ロシア保健省監督の医療

大学と看護テーフニクムやロシア国防省監
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督の士官学校）に対して，教育課程編成の

基準・指針となっている。それは，教育内

容・教育時間，教科書選定の基準・指針と

なっている。

⑶ 授業時間数について見ると，普通教科，

職業教科，専門教科によって単位数と時間

は異なるが，テーフニクムの教育期間２年

10ヶ月を標準とした場合，総授業時間は，

2,400－2,900時間（＝81週間）である。

１日の授業時間は，5.9－7.2時間/日で，

週は５日間（＝月－金曜日）である。年間

では，各 ・テーフニクム，あるいは，

・テーフニクム内の各専攻で異なる

が，原則として，初年度30週間，翌年度

26週間，そして，最終年度25週間である。

また，その教育期間の中から各教育機関は，

独自に理論・実習教科，あるいは，学年，

学校行事等を設定できる。その場合の総授

業時間は，216－261時間（＝７週間余り，

全教育期間の９％）である。

次いで，第２に，「国家教育スタンダード」

の具体的な内容を理解するために，表２

「『国家教育スタンダード』中・高等専門教育

『地質学および地下資源の探査と採掘』」を例

に取り説明しよう。また，初等専門教育につ

いては，随時補足する。

表２ 「国家教育スタンダード」中・高等専門教育「地質学および地下資源の探査と採掘」

専 攻 専門資格

番号 科目名 番号 名 称

130000 地質学および地下資源の探査と採掘

130100 地質学と地下資源の探査 62 技術者とテクノロジーの大学入学資格

68 技術者とテクノロジーの学士（号）

130200 技術地質学探査

130201 地球物理学的探査方法と鉱物資源産地の試掘 65 鉱山技師

51 技術者

52 上級技術者

130202 油井の地球物理学的活用方法 65 鉱山技師

130203 鉱物資源産地試掘技術と技術者 65 鉱山技師

51 技術者

52 上級技術者

130300 応用地質学

130301 鉱物資源産地の地質学的測図，探査，および，試掘 65 鉱山技師

51 技術者

52 上級技術者

130302 地下水の探査と試掘，および，技術地質学的探査 65 鉱山技師

130303 水力地質学と工学地質学 51 技術者

52 上級技術者

130304 石油ガス地質学 65 鉱山技師

130305 石油ガス産地の地質学と試掘 51 技術者

52 上級技術者

130306 応用地球化学，岩石学，および，鉱物学 65 鉱山技師

130400 鉱山業 62 技術者とテクノロジーの大学入学資格

68 技術者とテクノロジーの学士（号）

130401 鉱山もしくは石油ガス生産の物理的過程 65 鉱山技師

130402 鉱坑測量士の業務 65 鉱山技師

51 鉱山技術者

52 上級鉱山技術者

130403 露天（堀）鉱山労働 65 鉱山技師

51 鉱山技術者テクノローグ

52 上級鉱山技術者テクノローグ
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「国家教育スタンダード」は，原則として，

６桁の番号（但し，初等専門教育水準を１桁，

中・高等専門教育水準を２桁増やし，専門資

格水準を表示する場合もある。これは，ロシ

ア語では といい。「或る意味を示す暗号」

を意味する）から成立する。第１，２番目の

数字は，或る職業と専門の一群（ロシア語で

は， という）を表わしている。第３，

４番目の数字は，その職業と専門の一群に属

する個々の職業名を表わしている。第５，６

番目の数字は，個別の職業名に対応する専門

分野の名称を表わしている。例えば，初等専

門教育では第150201号「ペンキ塗装工」（第

３章表６参照）は，第１，２番目の数字15

が「建設，機械組み立て，および，修理建設

作業」という職業と専門を，第３，４番目の

数字02が「建物と建造物の建設と利用」と

いう個別の職業名を，そして，第５，６番目

の数字01が個別の職業に対応する「ペンキ

塗装工」という専門名を表している。また，

中・高等専門教育で，第130503号「石油ガ

ス産地の採掘と利用（＝経営）」（表２参照）

は，第１，２番目の数字13が「地質学およ

び地下資源の探査と採掘」という職業と専門

を，第３，４番目の数字05が「石油ガス業」

という個別の職業名を，そして，第５，６番

目の数字03が個別の職業に対応する「石油

ガス産地の採掘と利用（＝経営）」という専

門名を表している。これが原則である。

その６桁の数字に加えて初等専門教育では，

第７番目の数字が使われることがある。その

数字の意味は，資格水準を表わしている。１

は，初等専門教育のはじまりの水準を表わし

ている。２は，中等（完全）普通教育を終了

130404 鉱山資源産地の地下採掘 65 鉱山技師

51 鉱山技術者テクノローグ

52 上級鉱山技術者テクノローグ

130405 鉱物資源富化 65 鉱山技師

51 技術者

52 上級技術者

130406 たて坑と地下建築 65 鉱山技師

130407 たて坑建築 51 鉱山技術者

52 上級鉱山技術者

130408 爆破業 65 鉱山技師

130500 石油ガス業 62 技術者とテクノロジーの大学入学資格

68 技術者とテクノロジーの学士（号）

130501 石油ガス輸送と貯蔵の設計，建築，および，利用（＝運営） 65 技師

130502 石油ガス輸送と貯蔵の建築と利用（＝運転） 51 技術者

52 上級技術者

130503 石油ガス産地の採掘と利用（＝経営） 65 技師

51 技術者

52 上級技術者

130504 石油ガス油井のせん孔作業 65 技師

51 技術者

52 上級技術者

130600 石油ガス生産設備と総合機械

130601 海上石油ガス建築 65 技師

130602 石油ガス採掘機械設備 65 技師

130603 石油ガス加工設備 65 技師

表２は，下記資料・典拠より。

- -
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しなくても習得できる初等専門教育水準を表

わしている。３は，中等（完全）普通教育を

終了しなければ習得できない初等専門教育水

準を表わしている。４は，専門職業技術学校

（ロシア語で

という），リセーなど

における労働者の相対的に高度な職業教育水

準を表わしている。例えば，第150201３号

「ペンキ塗装工」では，第７番目の数字に３

が表示される場合がある。この数字３は，中

等（完全）普通教育を終了しなければ習得で

きない初等専門教育水準を表わしている。

また，中・高等専門教育では，第７，８番

目に２桁の数字が資格水準を表わすために使

われている。第７番目の数字５や６は，初等

専門教育水準と連続して５が中等専門教育水

準，６が高等専門教育水準を表わしている。

例えば，専攻科目第130503号｛石油ガス産

地の採掘と利用（＝経営）｝に対応する専門

資格には，第13050365，51，52号がある。

第７番目の数字６は，高等教育機関で取得で

きる水準の専門資格を，第７，８番目の数字

51と52は，テーフニクムで取得できる資格

を意味する。第８番目の数字１と２は，水準

内容の違いを示している。例えば，高等教育

機関で取得できる第７，８番目の数字65は，

「専門技師」を表している。テーフニクムで

取得できる第７，８番目の数字51は，「専門

技術者」を表している。同様に，52は「上

級技術者」を表している。「専門技術者」が

「上級技術者」より上級の資格である。本稿

では，テーフニクムに焦点を当てて検討する。

⑴ 専攻科目第130000号（地質学および地

下資源の探査と採掘）に関する「専門技

師」となるためには，同第130100号（地

質学と地下資源の探査），同第130200号

（技術地質学探査），同第130300号（応用

地質学），同第130400号（鉱山業），同第

130500号（石油ガス業），および，同第

130600号（石油ガス生産設備と総合機械）

の全てを取得しなければならない。

⑵ 専攻科目第130100号（地質学と地下資

源の探査）を習得するとそれに対応する専

門資格第62号（技術者とテクノロジーの

大学入学資格）と同第68号｛技術者とテ

クノロジーの学士（号）｝を取得できる。

しかし，それは，高等専門教育機関で取得

する資格であり，テーフニクムでは，取得

できない資格である。

⑶ 専攻科目第130200号（技術地質学探査）

を習得するためには，同第 130201－

130203号までの専攻科目を習得しなけれ

ばならない。同第130201号（地球物理学

的探査方法と鉱物資源産地の試掘）に対応

する専門資格は，専門資格第51号（技術

者）と同第52号（上級技術者）である。

これら専門資格は，テーフニクムで取得で

きる。さらに，学生が上級の資格である同

第65号（鉱山技師）を取得するためには，

高等専門教育機関に進学する必要がある。

この場合，同第65号（鉱山技師）の時間

数（例えば100時間）全てを受講する必要

がない。テーフニクムで，既に，それに関

連する授業を受けている（例えば70時間）

ので，高等専門教育機関において，その時

間数を差し引いた残りの時間数（30時間）

を受講すればよい。また，同第130202号

（油井の地球物理学的活用方法）に対応す

る専門資格は，同第65号（鉱山技師）で

あるが，それを取得するためには，高等専

門教育機関に進学する必要がある。さらに，

同第130203号（鉱物資源産地試掘技術と

技術者）に対応する専門資格は，同第51

号（技術者）と同第52号（上級技術者）

である。これら専門資格は，テーフニクム

で取得できる。学生が，上級資格である同

第65号（鉱山技師）を取得したいなら，

高等専門教育機関に進学する必要がある。

テーフニクムの「専門技術者」，「上級技

術者」と高等専門教育機関の「専門技師」
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との資格内容の違いを「石油ガス採掘技術

者」に関連して述べると，石油の場所の確

定や石油試掘に関する計画を立案するのは，

上級資格者の「専門技師」であり，石油を

実際に掘るのは，中級資格者の「専門技術

者」と「上級技術者」である。また，パイ

プライン敷設に関連して述べると，第

130501号（石油ガス輸送と貯蔵の設計，

建築，および，利用）と第130502号（石

油ガス輸送と貯蔵の建築と利用）の資格を

取得した「専門技術者」や「上級技術者」

が，実際のパイプラインを輸送し，組立，

設置し，油が正常に流れているかを検査し

ていくのである。また，機械設備に関連し

て述べると，高等専門教育機関において資

格を取得した「専門技師」が機械設備の製

作や作成に関わるのである。「専門技術者」

や「上級技術者」は，製作には関わらず，

作成したものの操縦とそれが故障したとき

の修理に携わるのである。また，危険な作

業場所や危険物を取り扱う場合は，「専門

技師」資格取得者でなければならない。

第３項 「国家教育スタンダード」に対す

る問題点

本項では，「国家教育スタンダード」に対

する諸説を検討する中で，ロシア職業教育の

中での当該スタンダードの問題点を明らかに

する。

「国家教育スタンダード」は，職業教育と

の関連で未だ発展途上の政策である。「国家

教育スタンダード」不要論をロシアで説く学

者はいないようだが，次の３つの面で最小限

の専門資格一覧表設定を求める説が多い。１

つには，市場経済の労働市場における需要，

および，UNESCOの定める国際専門資格標

準との関連で不適合を引き起こしがちなので，

専門資格一覧表の改善を求める説である。２

つには，市場経済の労働市場における需要と

高等専門教育機関（および中等専門教育機

関）最上級生輩出との不適合を専門資格一覧

表が招いており，それが経済発展にも損害を

与えたので専門資格一覧表の再編成を求める

説である。３つには，適当な熟練工の安定し

た需要を企業が現実的に保障し得ない故に，

教育機関選択の際の就職先と人数という判断

基準に代わる最小限の基準を「国家教育スタ

ンダード」に求める説である。

第１の説について，ボチャローヴァは，

「国家教育スタンダード」の専門資格一覧表

が，経済発展や国際基準に合わなくなった。

それにもかかわらず，これまで通り「国家教

育スタンダード」への統一したアプローチが

存在せず，専門資格一覧表は，不完全で発展

途上である。この原因は，「国家教育スタン

ダード」が「未だ旧ソ連邦時代の専門家とし

ての学歴や資格が必要とされる仕事内容は何

か，を科学的に検討し，企業・組織の規模や

生産性，仕事の複雑性・性格などとの関連で，

そこにどの程度の専門家の職位（＝モデル・

スタッフ）が必要か，を算定するモデル・ス

タッフ法を大部分継承している」 からであ

る。このような「国家教育スタンダード」で

は，偏った専門を習得することしかできない。

しかし，現代の教育は，「高等教育機関にお

ける将来の専門家への知識の伝達のみに限定

できず，実際の知識は，高等教育機関を除い

たあらゆる教育機関で自己形成」 し始める。

従って，「国家教育スタンダード」は，当分

最低限の教育方法的，技術的保障に留めて，

各教育機関が柔軟に教育課程編成し得る範囲

を拡大すべきであると述べる。

第２の説について，フョードロフ教授は，

性急な市場経済導入に際し，労働市場に対す

る高等専門教育機関において将来の専門家に

対する適応の必要性が高まった。将来の専門

家は，より幅広い職業教育によって専門を身

につける必要性が生じた。ところが，「従来

の『国家教育スタンダード』編成が将来の専

門家拡大に繫がらず，技術革新から技師の熟
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練水準の遅れを取り戻すこともできない」

として「国家教育スタンダード」の実効性を

批判した。そこで，「国家教育スタンダード」

は，「全専門資格一覧表における一般人文社

会科学，一般自然科学，および，一般職業科

目に関して，教育の質が低下している。むし

ろ専門科目を核として，関連する一般諸科目

をブロックに統一」 するような編成をする

ことが問題解決の近道である。「国家教育ス

タンダード」は，原則としてUNESCOの統

計上の職業分類コードに適合していると説明

されていた。しかし，「国家教育スタンダー

ド」初等専門教育第150200号（建物と施設

の建設と利用）はロシア連邦の職業分類で７

項目に細分化されているのに，UNESCOの

職業分類は１項目にとどまっていた（後述第

３章第１節）。専門資格一覧表が余計に細分

化された弊害を改善する目的で，80の専門

分野の核が形成されその専門資格一覧表は，

1999年にロシア連邦文部省の承認を得た 。

第３の説について，タンボフツェフ教授は，

性急な市場経済導入によって，教育制度にお

ける学校間競争の増大が職業教育全体の課題

となった。教育サービスの消費側である親が，

良い学校を選択する際に，適当な熟練工の安

定した需要を企業が現実的に保障し得ない 。

それにもかかわらず親は「各教育機関の教育

サービス提供の許可証受領という政策を受け

入れる。この政策受け入れは，教育サービス

提供に関して，『国家教育スタンダード』に

対する要求水準に適合するか否かを判断基準

とする」 のである。こうした教育サービス

提供受け入れの前提には，「国家教育スタン

ダード」に対する親の期待が存在する。「現

実の教育状況が『国家教育スタンダード』の

要求に適合するなら，教育サービスの十分な

質が自動的に保障される比較的良いシステ

ム」 と仮定し得ることである。

以上，第２節では，「国家教育スタンダー

ド」の概要とスタンダードに関する諸説を検

討した結果，次の３つの問題点が明らかと

なった。

１つに，ロシア連邦の職業教育の概念は，

「個人の育成」を基本として「親の子どもに

対する教育を受けさせる権利と義務」を強調

したことが特徴であった。教育プログラムや

教育課程の内容の「共通性」，および，子ど

も達の能力を育成する上での高い「教育の

質」に対する要求が合致して「国家教育スタ

ンダード」が成立した。

２つに，「国家教育スタンダード」の目的

は，①社会にとって教育サービスの安定性の

保障や質の向上を確保する目的を一般的に有

しつつ，②市場経済発展に適合し得る教育制

度の再編を促進し，③各地域各教育機関のば

らつきを減らすための教育水準の平準化と同

時にUNESCOの国際専門資格標準に適合さ

せることであった。「国家教育スタンダード」

は，以上の目的を達成しつつ結果としてロシ

アの教育水準の質向上を図る狙いがあった。

３つに，「国家教育スタンダード」は，教

育制度を援助する機能を有している。社会に

とって教育サービスの安定性と質が保障され

ているかどうかの判断は，市場に委ねられて

いることを解明した。換言すれば，性急な市

場経済導入は，教育制度にも競争拡大という

課題を提起した。例えば，親は，個別企業が

就職先を保障し得ないので，労働市場が教育

サービスの質を自動的に保障すると仮定し期

待している。この場合，「国家教育スタン

ダード」は，教育課程や教師の力量を含めた

教育内容と水準に適合するかあるいはしない

かという親の学校選択の判断基準を提供する

機能を有している。

ロシア職業教育における「国家教育スタン

ダード」の果たす援助的機能には，次の課題

と論点がある。

１つに，「国家教育スタンダード」は，社

会にとって教育サービスの安定性の保障や質

の向上を確保するだけでなく，地域，学校間
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格差の是正と平準化，および，欧米の教育水

準に追い付け得る教育の質向上という一定の

機能を果たした。しかし，一方でロシアの職

業教育制度では，職業の資格水準とそれに対

応した就業するための資格取得制度とが厳格

に関連づけられている。 でテーフニク

ムの資格水準，テーフニクムで高等専門教育

の資格水準を柔軟に取得することができない

ので，地域によっては，経済発展に必要な産

業分野に対応する職業分野や当該職業分野の

資格水準が産業の技術進歩と適合しない面も

あったのではないか。

２つに，教育サービスの質を向上させるた

めには，必要とされる専攻分野の教員配置や

施設・設備の新設，補充，維持管理が基盤と

なる。それらの保障を国がしてくれたのか。

国が保障してくれなかったとすれば，「教育

の質」向上の基盤となる人的，物的資産に対

して実施した措置は何か。それはどのような

結果をもたらしたか。

３つに，「国家教育スタンダード」は，原

則としてUNESCOの統計上の職業分類コー

ドに適合していると説明されているが，実際

UNESCOの職業分類より相当細分化された

内容になっていた。その細分化された職業分

類は，果たして地域の実情を考慮し，その実

状に応じた科目選択をできたのか，むしろ各

職業教育機関の選択幅が少ない硬直化したも

のだったのではないか。

以上の論点を第２－４章で具体的事例をあ

げ検討する。

第３節 「職業配分」政策から「就業契約」

政策へ

第１項 旧ソ連邦「職業配分」政策の概要

本節では， ・テーフニクムから輩出

された専門家が，地元企業・組織の要求に基

づき，地域経済に必要な労働力供給策の一要

素となっている「就業契約」政策についての

ロシアの職業教育における課題と論点を明ら

かにしたい。そのためには，旧ソ連邦の「職

業配分」政策とロシア連邦の「就業契約」政

策との関連を明らかにする必要がある。なぜ

なら，「就業契約」政策は，「職業配分」政策

の仕組みを改善し受け継がれたからである 。

本項では，「職業配分」政策の概要について

検討したい。

旧ソ連邦政府による「職業配分」政策は，

「資本主義社会の自由経済と異なる，社会主

義計画経済システムが生み出した必然的な産

物である。社会主義計画経済の下では，中・

高等教育の社会政策としての入学者選抜

（input）・学生の教育（through-put）・卒業

生の配分（output）は相互に関連し統合され

た性格をもち，『職業配分』政策は，専門家

養成の最終局面に対する社会的規制」 を意

味した。旧ソ連邦で「職業配分」計画が決定

されたのは，「1930年であり，それが軌道に

乗り始めるのは，1933年の『職業配分』に

関する法律制定」 以降であるという。

旧ソ連邦の「職業配分」政策とロシア連邦

「就業契約」政策との関連を明らかにするた

めに，５つの側面について分析する。すなわ

ち，①「両者の目的について」，②「入学者

受け入れ計画と『就業契約』について」，③

「『職業配分』と就職について」，④「『義務労

働』と『契約労働』について」，⑤「両者の

メリットとデメリットについて」である。尚，

「義務労働」とは，旧ソ連邦の「職業配分」

政策に基づく各卒業生（＝専門家）の勤務地

での３年間の労働義務を，「契約労働」とは，

ロシア連邦で各専門家が，就職時に企業・組

織長と結ぶ通常の雇用契約を意味する。「就

業契約」を結んだ学生は，卒業後，再度「就

業契約」を交わし奨学金を自らに提供した企

業と雇用契約を結び就業する。その場合学生

は，奨学金を返済する必要がない。しかし，

学生が「就業契約」を交わした企業に対し雇

用契約を結ぶのを拒否した場合に，彼は奨学

金を当該企業に全額返済しなければならない。
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第１に，旧ソ連邦「職業配分」政策の「目

的について」，旧ソ連邦時代には，特定の高

度の専門的知識・技術を取得した専門家を国

家「職業配分」政策によって，一定の人数を

特定の企業・組織に配分し，３年間一定の企

業・組織に留め置く政策が実施されていた。

その目的は，高等専門教育機関卒業生（以下，

「大学出」と略記），および， ・テーフ

ニクム卒業生（以下，「中専出」と略記）の

職業配置を国家的見地から，有効かつ合理的

に保障するところにある。

以下，その法律制定の主な経緯をまとめる

と次の３つのようになる。

⑴ 1930年９月，全連邦中央執行委員会・

全連邦人民委員部総会において，大学出と

中専出を国家配分し，３年間一定の企業・

組織に留め置く方針が決定され，1933年

に法制化された 。

⑵ 1934年には，刑罰条項が制定され，違

反した者に対して，３年間の義務労働期間

は言うまでもなく，それ以降も，企業・組

織の管理者の許可なしに，職を離れること

ができなくなった 。

⑶ 1963年には，自由ディプロマ（自主的

選択）が認可された 。この自由ディプロ

マ認可条件の内，第４項，すなわち，「１

歳未満の子どもを持つ女子卒業生は，家族

の現住所近くに配分される」，および，第

５項，すなわち，「同じ年度に卒業する夫

婦は，同じ都市または地区の企業・組織・

施設に配分される」を根拠として，学生同

士の偽装結婚が横行し，「職業配分」政策

形骸化の一因となった。

第２に，「入学者受け入れ計画について」

では，「職業配分」の科学的根拠としてモデ

ル・スタッフ法 が用いられた。これは，

専門家としての学歴や資格が必要とされる仕

事内容が何か，科学的に検討し，企業・組織

（＝主なものは，建設事業所，ソフォーズ，

コルホーズ）の規模や生産性，仕事の複雑

性・性格などとの関連で，そこにどの程度の

専門家職位（＝モデル・スタッフ）が必要か

を算定する方法である。モデル・スタッフ法

に基づき，大学出と中専出の５年後の卒業時

にロシア経済が必要とする専門分野と専門家

数を算出し，大学と ・テーフニクムが

専攻する学校への入学定員を決定し，学生を

募集した。

第３に，「『職業配分』について」では，卒

業者の「職業配分」規定の見直しが必要で

あった。つまり，入学時に，５年後の卒業時

の専門家専攻分野と数を算定しても，卒業時

の経済状況により，その数値も変化せざるを

得なかった。計画された数字の修正，調整段

階は，旧ソ連邦の経済学者サビチェフの指摘

によれば，少なくとも卒業２年前から修正，

調整作業に着手する必要がある のにも拘

わらず，現実には早くて４ヶ月前からであっ

た。それ故に，入学者受け入れ計画作成段階

の配分規定と卒業時の実際の「職業配分」と

の間にかなりの矛盾が発生した。特に，技術

系大学出と中専出の専門家に不適合が相当発

生した。

職業分野別にその特徴を見れば，医師，看

護師，法律家・科学者等は，数が確定し易く，

学生も希望通り就業することができた。旧ソ

連邦時代に最も必要とされた農業技術者は，

勤務地が，地方農村部になる上，それほど給

与も高くなかったので，学生が希望して就業

することは少なかった。鉱工業技術者は，農

業技術者に比べて，需要は多くなかった。し

かし，旧ソ連邦は，重化学工業を発展の基盤

として重視していたために，鉱工業分野の技

術系大学がより多く新設された。農業技術系

大学と同様に，鉱工業技術系大学も多くの入

学者を受け入れたが，現実には卒業できず，

あるいは，卒業しても配分指定地に遅延，拒

否する卒業生が多かった。彼らは，モスクワ

やレニングラード（＝2005年現在サンク

ト・ペテルブルク）など大都市で，隠れて別
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の分野の職業に就いているのに，当局が「義

務労働」に違反した卒業生を発見することも

企業，建設事業所，ソフォーズ，コルホーズ

の職長が彼らを当局に通報することも現実に

は殆ど無かったのである。また，言語，文学

や歴史学を中心とした人文・社会科学系の大

学では，その殆どの卒業生が，初・中等普通

学校や ・テーフニクムの教師となった。

第４に，「『義務労働』について」では，各

専門家は配分指定地で３年間の「義務労働」

を果たさなければならなかった。それ以降，

専門家は，原則的に，職業選択の自由を保障

された。しかし，当局は，専門家が職を得る

ために，モスクワやレニングラードに居住す

ることが許される居住許可証を殆ど発行しな

かった。それ故に，着任拒否，自由ディプロ

マの悪用，および，縁故による就職など，不

法・法律逃れ的行為が横行し，「職業配分」

政策が形骸化した。

第５に，「『職業配分』政策のメリットとデ

メリットについて」では，メリットが，４つ，

デメリットが５つある。

メリットについて，１つは，卒業２年前の

配分規定見直し実施が前提だが，モデル・ス

タッフ法という「科学的」根拠に基づき，

「職業配分」政策を実施したので，農業，鉱

工業，および，サハリン州における建設業な

ど中央から離れた辺境地での産業を開発させ

ることができた。２つは，村落出身学生を優

先的に入学させる制度が存在したので，彼ら

が，卒業後出身地域の農業技術者として，開

発に関われるようになった。３つは，国家と

経済分野全てを対象に，「職業配分」政策を

実施したので，失業率が少なかった。４つは，

失業率が少ないため，社会的に安定して，犯

罪も比較的少なかった。

デメリットについて，１つは，科学的根拠

の曖昧さを克服できないまま，モデル・ス

タッフ法に基づき「職業配分」政策を実施し

た。そのため，大学出と中専出の専門と配分

される職業（専門）との不一致が発生した。

２つは，５年後の「職業配分」を卒業生が自

分の労働の場所や仕事の内容を選択し，決定

する自由が無かった。それ故に，卒業生（＝

配分予定者）の専門志向性の弱さが生じ，着

任拒否や不正を働く者が多くなった。３つは，

各企業や組織が学生を選抜する職業試験制度

も存在しなかった。従って，技術系大学出と

中専出の専門家に多かったが，「義務労働」

を終えても，同じ企業・組織で継続して働く

意欲のある専門家が少なかった。４つは，大

学出と中専出が，高度の資質を備えた専門家

として完全に国家管理の下に置かれ，彼らの

将来の職業は，国家の配分政策に基づき決定

された。このような無償教育を前提とした国

家「職業配分」政策は，一定の合理性と正当

性を持つが，結果的には，効率性の低い政策

とならざるを得なかった。５つは，大学出専

門家の労働者階級化である。技術系大学出が

過剰生産で，専門どおりの仕事にさえ就けな

いことも多かった。同時に，大学出や中専出

が専門技術者として就職してもその給与は，

労働者より低いこともまれでなかった。その

ため，給与の良い労働に従事する学士労働者

が増えた。中専出については，1970年末の

国民経済工業部門の調査によると彼らの４分

の１が労働者階級に位置付けられている。大

学出と中専出のディプロマ取得者の労働者階

級化は，1989年現在賃金水準低下の問題と

も深く関係していた と言われている。

こうして，無償教育を前提とした旧ソ連邦

「職業配分」政策は，一定の合理性と正当性

を持ちながら，「義務労働」を拒否，就職に

縁故を用いるなどの不正，そして自由ディプ

ロマの悪用により，結果的には，効率性の低

い政策にならざるを得なかった。そこで，課

題として，次のような政策が取られた。つま

り，職場定着のための諸方策と「職業配分」

政策の見直し，具体的には，①見習勤務制度，

期間は１年間，②村出身青年の全日制大学へ

― ―126 北海学園大学経済論集 第55巻第１号(2007年６月)



の大量入学と彼らの出身地域への「職業配

分」，③大学と企業等の提携に基づく専門家

の養成・配分方式の導入，であった。すなわ

ち，1959年９月に制度化された企業，組織

から大学への出張命令（目的養成）に基づく

専門家の養成，配分である。出張命令を受け，

大学に入学した学生（原則的に，２年以上の

労働体験者）は，そこで専門教育を受け，卒

業後は，彼らを大学に派遣した元の職場に復

帰することが義務付けられたのである。

われわれは，このような課題克服の取り組

みが，ロシア連邦の「就業契約」に生かされ

ていることを指摘したい。つまり，大学と企

業・組織との直接的提携に基づく専門家養成

と配分方式，１年間の見習勤務制度（＝イン

ターンシップ）である。

第２項 ロシア連邦「就業契約」政策の概

要

本項では，職業教育機関と企業・組織との

直接的連携やインターンシップという新たな

取り組みを行っているロシア連邦「就業契

約」政策の概要について検討する。

第１に，「就業契約」政策の「目的につい

て」，「就業契約」とは，市場目的，すなわち，

地方自治体，国営・民間企業・組織にとって，

有用な人材・専門家を職業分野別に養成し職

場定着させる目的で，企業・組織，職業教育

機関（以下， ・テーフニクムに焦点化

し検討する），および，学生が合意した契約

である。

この契約は， ・テーフニクム入学時

から始まり卒業時まで有効である。入学後，

契約を交わした学生は，企業・組織より奨学

金が提供され，インターンシップを実施（費

用は企業負担）してもらえるが，卒業後，契

約した企業・組織で通常の雇用契約を結ぶの

である。「就業契約」を結んだ企業主は，学

生に奨学金を提供するだけでなく，学生の教

育過程に対し改善を要求でき，学校はその要

求にこたえなければならない。学生が成績不

良や規則違反を起こした場合（除籍された場

合を含む），企業主は，学生との契約を破棄

することもできる。「就業契約」を結んだ学

生は，卒業後，奨学金を自らに提供した企業

と雇用契約を結び，就業する。その場合，奨

学金を返済する必要がない。しかし，学生が

「就業契約」を交わした企業に対し雇用契約

を結ぶのを拒否した場合に，彼は奨学金を当

該企業に全額返済しなければならない。本論

文では，学生が，卒業後，「就業契約」を交

わした企業やその他の企業との雇用契約を締

結する際に発生するこうした義務の概念を旧

ソ連邦の「義務労働」と区別して，「契約労

働」 と称することにしたい。「契約労働」

とは，ロシア連邦「就業契約」を企業・組織

と交わした学生が，卒業後，通常の雇用契約

で決められた契約労働内容と期間，例えば

１－３年間，を働けば良いという意味である。

以下，その法律制定の主な経緯をまとめる

と次の３つのようになる。

⑴ 1994年に，「連邦教育法」に基づき，ロ

シア連邦文部省で「国家教育スタンダー

ド」が策定された。

⑵ 1995年９月に，「国家教育スタンダー

ド」施行後，ロシア連邦議会決議第942号

「専門家養成を初・中・高等専門教育機関

と契約する目的について」に基づき「就業

契約」が策定された 。

⑶ 1996年から，地域経済における企業・

組織と初・中・高等専門教育機関が直接的

連携に基づき，各職業分野の専門家に関連

する「就業契約」学生の募集を開始した。

例えば，州においては，看護師，教師，学

術機関秘書，芸術家，コンピューター・技

師，建設家，機関車運転手，および，石油

採掘関連専門家の「就業契約」学生の募集

が開始されたのである。1996－1998年間

の「就業契約」政策開始当初は，未だ，職

業教育機関の殆どが授業料無償であったた
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めに，学生にとって企業から学費援助を支

出してもらう必要性がなかったので契約数

は，卒業生総数の内，３－５％に止まって

いた。しかし，1999年に，授業料が一部

有料化した後，「看護師」や「学術機関秘

書」のような知的職業分野の契約率（30－

100％）は，「石油ガス採掘技術者」や「建

設技術者」のそれ（５－10％）より相対的

に高かった。

第２に，「『就業契約』について」では，

「職業配分」の科学的根拠としてのモデル・

スタッフ法を用いず，国営と民間企業・組織

から直接要望を聞き，国と地方自治体が地域

経済に必要な職業分野と専門家数を算定する。

従って，「就業契約」は，数字的に地域差，

職業差，および，各企業・組織で契約数に差

が生じたが，求人市場で現実に必要とされる

専門分野と専門家数に定められるようになっ

た。「就業契約」政策が求人市場の需要に基

づく点では，旧ソ連邦の「職業配分」政策よ

り合理的である。また， ・テーフニク

ムは，その要望された数に従って，優秀な成

績で入学した学生に働きかけ，「就業契約」

を勧める。さらに，学生がその「就業契約」

内容に納得したなら，「就業契約」を ・

テーフニクム，企業・組織と学生が契約する。

第３に，「就職について」では，次の７つ

の特徴がある。

１つは，配分規定の見直しが不要である。

つまり，国や地方自治体，および，国営と民

間企業・組織が必要とする人数を「就業契

約」数としてあらかじめ要求しているので，

殆ど例外なく，配分規定を見直す必要がない。

２つは，「就業契約」数であるが，必要と

された経済分野の専門家でも， ・テー

フニクム平均５－10％（但し，サハリン州の

第４ の「秘書」専攻者の場合は，「就

業契約」数は100％である。他の地方，ハバ

ロフスクでは，10－40％である）と比較的少

ない数である。

３つは，1999年より ・テーフニクム

授業料は一部あるいは全部が有償制となった。

従って，経済的支援が必要な学生は，企業・

組織から授業料とインターンシップ費用に奨

学金が，全額支給をされることに対して意義

を感じていた。

４つは，ロシア連邦政府は，一部報奨金を

「就業契約」学生に支給する場合がある。

５つは，教育課程の編成は，「国家教育ス

タンダード」に基づいている。企業から

・テーフニクムの教育課程編成への要

求に関しても，その「国家教育スタンダー

ド」の専攻と学科・科目の中より選択する方

式が取られていた。従って， ・テーフ

ニクムの教育課程編成に直接的関与ができな

かった。

６つは，地方自治体や企業・組織が，イン

ターンシップを含めた ・テーフニクム

の進路指導に対し，「国家教育スタンダード」

に基づく要求を提出するので， ・テー

フニクムでは，非常に厳しい訓練をしなけれ

ばならず，専門家の資質や技能が質的に高い

ものになった。

７つは，除籍についてである。「就業契約」

学生は，授業・生活態度のまじめな者が殆ど

である。但し，学生が，「就業契約」破棄を

企業から宣告される場合がある。その破棄の

条件が，学生の除籍である。「就業契約」を

締結した時点から，学生は，次のような責任

が発生する。つまり，優秀な成績を維持する

ことである。それができない場合，除籍とな

る。それが，本人責任の場合には，奨学金の

全額を企業に弁済しなければならない。企業

は，学生の学業不振に対して，インターン

シップ時に，直接的に学生に関与し，改善さ

せることができる 。国家は，学生の除籍が

・テーフニクムの責任で発生し，ある

いは，特別（例えば，学生が裁判で係争中）

の場合が起きたとき，授業料とインターン

シップにかかった費用の全額を企業に弁済す
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る（以上，「『就業契約』第５条第３項」）義

務を負う。

第４に，「『契約労働』について」では，次

の５つの特徴がある。

１つは，卒業後，専門家は，必ずしも就業

指定地（企業・組織）に就業しなくてもよい。

２つは，卒業後，専門家は，企業・組織と

雇用契約と就業期間についての契約を締結す

る。その期間は，「義務労働」ではなく，「契

約労働」として，専門家と企業・組織が１年

毎か何年間毎かで，契約を締結する 。

３つは，卒業後，専門家は，必ずしも「契

約労働」期間を終了しなくてもよい。

４つは，「契約労働」には，兵役の免除

（但し，週１回の軍事研修参加の義務を負う）

がある。

５つは，「契約労働」終了後，専門家は，

企業・組織と再雇用契約を締結する。ヴラー

ソヴァ主任専門家によれば，殆どの専門家は，

再雇用契約を締結する ，という。

第５に，「『就業契約』制度のメリットとデ

メリットについて」では，メリットが６つ，

デメリットが３つある。

メリットについて，１つは，旧ソ連邦「職

業配分」政策が，学生入学時の配分規定の科

学的算定結果を卒業時の社会経済状況に合わ

せ，修正することをしなかったために，

・テーフニクムの専門と配分される職

業（専門）の不一致が生じた。それに対し，

地方自治体，国営と民間企業・組織が必要と

する専門とその数を ・テーフニクムに

要求しているので，それらの不一致が生じな

い。２つは，卒業生が，個人の希望や意思で，

自分の労働場所や仕事の内容を選択し，決定

する自由が一部保障されている。それ故に，

着任拒否や不正を働くことなく，卒業後，

「義務労働」を果たしている。３つは，卒業

生が，主体的に契約を結んだり破棄したりす

ることが可能なので，専門志向性が高い。同

時に，本人が希望しない地域や企業・組織に

配分されることがないので，学生の価値志向

にも一致している。４つは， ・テーフ

ニクムの教育課程が，「国家教育スタンダー

ド」によって規定され，国営と民間企業・組

織の要求もその教育課程に反映しやすい制度

になり，むしろ，旧ソ連邦時代よりも合理的

になった。５つは，制度として， ・

テーフニクムと企業・組織が直接提携に基づ

く専門家養成・配分ができるようになった。

６つは，インターンシップ制度を取り入れ，

企業・組織が直接専門家を養成することに関

われるので，専門家の職業意識を高めること

になった。その結果，卒業後，雇用契約を，

「義務労働」後，再雇用契約を殆どの学生が

実際に締結している。

デメリットについて，１つは， ・

テーフニクムが，地方自治体，国営と民間企

業・組織から要求された専門分野と数に適合

して，学生に「就業契約」を締結させ，その

結果を国家や地方自治体に報告している，い

わゆる，下から上へ要望を提出し承認を受け

る形なので，地方自治体が，主体的に専門家

を全体的，計画的，および，科学的配分がで

きない。従って，専門やその数に地域および

専門分野の種類と数に格差が生じる。２つは，

地域経済に飽和状態の職業，あるいは，地域

経済に本来必要な住民の生活向上のための職

業への職業シフトを計画的にすることができ

ない。地域経済に就業者数が過剰な職業分野

への就業者，例えば，サハリン州において競

争率の激しい会計士，の供給数を少なくし，

逆に，就業者数が過少な職業分野への就業者，

例えば，石油ガス採掘プロジェクトで工場や

パイプライン建設請負作業件数が増大してい

る建設技術者，および，看護師の供給数の増

大である。そのために，専門家が専門外の職

業に就業する，というように専門家養成が非

効率になりやすい。３つは，労働場所や仕事

内容を自己決定する自由がある反面，簡単に

職業を変えたり，中途で辞めたりする場合も

― ―129ロシアの経済構造転換期における職業教育の課題（上）(堀内)



生じるが，それに対する罰則規定はない。

以上，第３節で旧ソ連邦「職業配分」政策

とロシア連邦「就業契約」政策とを比較検討

したが，次の３つの論点が明らかとなった。

１つに，無償教育を前提とした旧ソ連邦

「職業配分」政策は，一定の合理性と正当性

を持ちながら，「義務労働」を拒否，就職に

縁故を用いるなどの不正，そして自由ディプ

ロマの悪用により，結果的には効率性の低い

政策にならざるを得なかった。そのため，

1959年に制度化された企業，組織から大学

への出張命令に基づく専門家の養成，配分と

いう職場定着のための諸方策と配分政策の見

直しが実施された。そして，この取り組みは，

ロシア連邦の「就業契約」に生かされた。

２つに，ロシア連邦「就業契約」政策は，

インターンシップ制度を取り入れ，「国家教

育スタンダード」に基づく教育課程編成をし

た ・テーフニクム，国営と民間企業・

組織との直接的提携に基づく専門家の養成・

配分方式である。

３つに，旧ソ連邦「国家配分」政策に基づ

く，「義務労働」とは異なる概念，すなわち

学生と企業・組織との雇用契約に基づく「契

約労働」を実施していることを解明した。

ロシアの職業教育における「就業契約」政

策の課題と論点は，次の２つである。

１つに，「就業契約」政策は，企業業種に

対応する職業専門分野の種類と数に格差が生

じるのではないか。なぜなら，医師，看護師，

法律家，科学者や学術機関秘書のように専門

性が高く，相対的に給料が高額な知的分野の

「就業契約」率が，石油ガス採掘技術者や建

設技術者のように専門性が低く，相対的に給

料が少ない技術的分野のそれより，高くなる

傾向があるからである。換言すれば，地方自

治体が，地域経済に飽和状態の職業，あるい

は，地域経済に本来必要な住民の生活向上の

ための職業へのシフトを計画的にすることが

できないからである。また，州では，国立

・テーフニクムが未だ多く，授業料が

無償である。その結果，企業・組織から奨学

金を得る意味が少ないので「就業契約」を実

施している国立教育機関は，少ないのではな

いか。

２つに，「就業契約」政策は，企業規模，

その所有形態（国営，合弁，民間，および，

外資）の種類と数に格差が生じるのではない

か。つまり，州において，「就業契約」政策

を受け入れ得る大中規模民間企業が少ないし，

外資企業では殆ど「就業契約」を実施してい

ないのではないか。なぜなら，「職業配分」

政策では，企業実習を国営大規模企業が引き

受けてくれたが，1994年以降，大規模国営

企業は倒産し，90％以上が民間中小規模企業

に変わってしまったからである。それとは別

に，主に，石油ガス開発関連の外資系企業は，

開発当初から州 ・テーフニクムに熟練

の高い水準を求めてこなかった。従って，

「就業契約」自体受け入れる必要性を有して

いなかったからである。

以上の論点を第２－４章で具体的事例をあ

げ検討する。
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章註１，同上，253頁）。

57)「刑罰条項の内容は，６ヶ月間の禁固刑，財産

の一部または全財産の没収，という厳罰であった。

また，『国家労働力保持法』による労働登録制度

の導入である。これらにより各人は労働手帳（＝

職業に関する個人の履歴の明記）の保持が義務付

けられ，３年間の義務労働期間は言うまでもなく，

それ以降も企業・組織の管理者の許可なしに職を

離れることができなくなった。この刑罰条項は，

スターリン時代の末期（1950年代）には形骸化

してくるが，形式的には1957年（フルシチョフ

期）まで存続した」（同上，168頁）。

58)「自由ディプロマ取得可能な卒業生は，以下に

示す条項（1963年規定）の該当者で，配分委員

会の提示する職業に同意できない者に限定される。

①卒業生自身が１級または２級の身体障害者（疾

― ―132 北海学園大学経済論集 第55巻第１号(2007年６月)



病者を含む）の場合，本人の健康状態を考慮して，

また本人の同意を得て出身地に配分される。②１

級または２級の身障者（＝疾病者）の両親（父母

とも）をもつ卒業生は，本人の希望に基づき，両

親の住居近くに職業配分される。③夫または妻が

軍の将校，指揮官クラスの職業に従事している卒

業生は，夫または妻の勤務地に配分される。④妊

娠または１歳未満の子どもをもつ女子卒業生は，

家族（両親または夫）の現住所近くに配分される。

⑤同じ年度に卒業する夫婦は，同じ都市または地

区の企業・組織・施設に配分される。また夫婦の

うち，一人が先に卒業する場合，通常の配分方式

に従う。しかし，残された一人の配分については，

夫または妻と同じ場所に職業配分される。⑥職業

配分後に結婚した卒業生については，各省・庁間

の取り決めに基づき配分される」（同上，178

頁）。

59)モデル・スタッフ法とは，専門家としての学歴

や資格が必要とされる仕事内容は何か，を科学的

に検討し，企業・組織の規模や生産性，仕事の複

雑性・性格などとの関連で，そこにどの程度の専

門家の職位（＝モデル・スタッフ）が必要か，を

算定するものである。これらのデータを基礎に，

各企業・組織は，専門教育を受けずに専門家の職

へ配置されている者の配置換え計画や，専門家の

流動率の年平均数および生産性向上に不可欠な専

門家の追加要求数などが計算され，５ヶ年間（単

年度も含む）の専門家の要求数を確定する。これ

らの数字は管轄省・庁で整理され，最終的にソ連

邦ゴスプラン（＝国家計画委員会）およびソ連邦

高等経済会議（スターリン期）で再調整される

（同上，161頁）。

60)同上，172頁。

61)「大学を卒業し『専門技術者』として就職して

も，その給料は労働者より低いこともまれでない

ばかりか，学卒は一種の『過剰生産』で専門どお

りの仕事につけないケースが多い。そこで，賃金

のいい肉体労働を選ぶ『学士労働者』が全国で相

当の数にのぼることが，大きな問題となっている

のだ。」（大津定美『現代ソ連の労働市場』日本評

論社，1988年，61頁）。

一般に，「技術革新が進み労働の知的水準が一

般的に高くなり学歴の高い勤労者の比重が高まる

と，逆に単純肉体労働の供給が減少しかえって賃

金は高くなる。」（同上，320頁）のである。

62)2004年９月22日，私は，中・高等学校教育管理

主任専門家ヴラーソヴァ（ ，中・

高等学校教育管理主任専門

，教育学博士候補

）にユジノ・サハリンスクで，聞き取り調査

を行った。そのとき，「就業契約」を締結した学

生が，卒業後企業でどの位の期間就業を義務付け

られているか，について質問した。彼女は，「特

に決まった就業期間がない。各企業で，ケース・

バイ・ケースで実施している。」と回答した。

63)

-

64)2004年９月に，サハリン州ドーリンスク市で

私が実施した調査で，第４ 校長シュリガは，

「就業契約による学習内容改善要求は，実際には

学校の教育課程の変更でなく，企業側が自ら実施

する職業実習（＝インターンシップ）の中で直接

学生に対して指導助言という形で実施されてい

る。」と述べている（2004年９月20日，私は，

第 ４ 校 長 ，住 所，

，に聞き取り調査を行った）。

65)2004年９月22日，ユジノ・サハリンスクで，

私が主任専門家ヴラーソヴァへの聞き取り調査を

実施した。

66)同上。

尚，本論文は，（上）・（中）・（下）の３部

構成で，次の（中）に続くものである。
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